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Summary 

It is becoming impossible to analyze the European domestic politics without referring to 

the issue related to the European Integration. 

Europeanization is a term used to describe the effects of Europ巴an Integration on the 

internal politics of member countries. Within the literature of Europeanization, there are no 

enough efforts to incorporate what kind of effects could produce to the political parties and 

the pattern towards the party system. Actually, the EU is an environment holding significant 

cons巴quences for party syst巴m, parties and its internal organization. 

In this Article, we explore extensiv巴ly the Europeanization of the French Pαrti Socialiste 

(PS), focusing to the PS ’s ideological faction C.E.R.E.S and its leader Jean Pierre Chev色nement.

The highly factional structure of the PS was indeed a springboard for Chevenement and 

C.E.R.E.S to make an anti-Integration party MDC in 1993, immediat巴ly after the ratification 

of the Maastricht Treaty. Sp巴cifying this point, this article contributes as well as to the litｭ

erature of party faction and the leadership structur巴 It is clear that party factions are the 

grounds for the party split, and that Europeanization is the very cause of party split. 

As the depth reason of Chevenement creating the MDC was the Europeanization of 

French polity, thus we need to find out the direct reason of the split. We claim that the ideｭ

ologies of C.E.R.E.S, the very mixture of Marxism and Republicanism; and the rivalry with 

other PS factions，巴specially the conflicts over European Integration and socialism with 

Mitterand ’s faction are the causes. 

In order to test these hypothesis, we choose as cases the failure of the Sociαlist Project 

and the following "tournαnt liberal (liberalistic turn )” during the PS's governmental years 

1982 1983, where Chevenement made ”voice”, i.e. resigning form ministerial post; and the rati 

fication of Maastricht Treaty in 1992,when he bet for "Exit", i.e. the creation of his own moveｭ

ment. 

Finally, the article concludes that not only the split in the 90’s of the Socialist Party 

but also in all the French governing parties including the Gaullist and the conservative parｭ

ties, and the app巴arance of ・『souverainistes parti白川 in the party system, are a stigma of the 

new cleavage line made by Europeanization, crossing the old left-right and Gaullism-Anti 

Gaullism cleavage. 
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序 論

1 はじめに

現在の EU （欧州連合）加盟国の圏内政治は、

各国政治の「ヨ ーロ ッパ化」（Europeanization)

の現象を抜きにして分析することは不可能になり

つつある＇o 国内の政治構造が、国際システムの

あり方によって影響されるという「逆第 2 イメ ー

ジ（second image reversed）」2 という視角のもっ

とも極端な事例は、ヨー ロッバで観察されている

といってもよい。必要とされているのは、この

「ヨー ロ ッパ化」の現象が、豊かな研究蓄積のも

とにある各国政党政治に、いかなる影響を与えて

いるのかを解明する作業である。

本稿は、ジャン＝ピエール・シュヴェンヌマン

(Jean Pierre Chevenement) 3 および彼の率いた

フランス社会党（Parti Socialiste）の主要派閥

C.E.R.E.S (Centre d’ Etude de Recherches et 

d' Education Socialistes、社会主義調査研究教

育センタ ー）が、 1993 年に離党し、新党を結成

するまでの過程を追うことで、フランスの政党と

政党制の「ヨーロッパ化」の影響を明らかにする

ものである。 そのため、まず「ヨーロッパ化」の

概念を明確なものとし、政党システムとの関連性

を整理する。 次に社会党内でのシュ ヴェンヌマン

及び C.E.R.E.S の位置付けを、党内派閥政治およ

びイデオロギーか ら確認し、最後にヨーロ ッパを

めぐるイシュ ーが具体的にどのように作用してシュ

ゥ：ンヌマンの離党につながったのかを、 1.1982 -

83 年のミ ッ テラン社会党政権による「一国ケイ

ンズ主義」の放棄、 2.1992 年マ ーストリヒ 卜条約

批准過程を具体例として考察することとする。 ナ

ショナノレな政党システムに焦点を当てるとするな

らば、本稿は、 シ ュ ヴェンヌマンの離党の直接原

因として社会党政権の政策転回およひ、マーストリ

ヒト条約を、中間原因として党内の派閥構造を、

そして深層原因としてヨーロッパ化を挙げるもの

である。

シ ュヴェンヌマ ンは、社会党の「歴史的領袖

(chef historique）」4 として第五共和制下での社

会党の躍進、 1981 年のミッテラン社会党政権誕

生に重要な役割を担った。シュヴェンヌマンおよ

び C.E.R.E.S が、なぜ社会党から離脱したのかを

考察することによって、欧州統合過程がナショナ

ル ・ レヴェルでの政党政治に生じさせている新た

な亀裂を観ることが可能となる。また、 同時期に

は、保守および中道政党の有力政治家による「ヨ ー

ロッ パ」 ないしは「EU」をめぐる政治運動がマー

ストリヒト条約批准を契機として起こり、保守一

中道政党をまた ぐ形で反欧州統合政党が結成され

た S。保守一中道の反欧州政党は、なかんずく 99

年の欧州議会選挙では、 既存のゴーリスト政党を

上回る得票率を獲得 した九フランスの政党政治

は、新欧州統合派と反欧州統合派が既存の政党枠

組みを横断する形で形成され、新しい競合の次元

を見せ始めるようになったのである。

2 . 「ヨーロッパ化」 の概念

「ヨーロ ッパ化」の概念は近年研究者の間で多

く言及されているものだがに 80 年代に、フラ ン

スのヨーロッパ化を指してメイチンはこれに 2 つ

の意味を与えている8。ひとつは、 「フランスは我

らの祖国であるが、ヨーロ ッパは我らの未来であ

る」という ミ ッ テランの宣言に象徴される、フラ

ンスがもはや欧州共同体の一部であり 、 その経済

政策や産業政策は他加盟国との相互依存を前提と

するという意味であり、これは超国家的ヨーロ ッ

パを否定するゴーリズム的伝統の転覆であった。

もうひとつは、 フランスが第三 ・ 第四共和制にみ

られたような不安定な政治体制から脱却し、制度

的安定を獲得した「ヨー ロッバ政治の一類型」へ

と転化したという意味である。しかし「ヨ ーロ ッ

パ化」の最も簡便な定義は 「EC の政治経済のダ

イナミズムが、圏内政治と政策の組織的ロジ y ク

の一部となるまでに政治の志向と形態を方向付け

る プロセス」9 というものだろう。ラドレー クは、

フ ラ ンスの ヨーロ ッバ化の事例として、マースト

リ ヒト条約の ヨーロ ッパ市民権（European citiｭ

zenshi p）関連事項（同条約第 8 条）がフランス

共和国憲法の規定と抵触することによって生じた

憲法改正や圏内議会の地位強化、地方分権による

地域政策の変容を挙げている。
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何れにおいて も、ヨ ー ロ ッバ化は、まず圏内の

政策 ・ 制度的配置の変更とい う観点でもっ て論ぜ

られ、 次に圏内政治からの ヨ ー ロ ッバへのインプ y

ト と、ヨーロ ッパからの国内政治へのアウトプッ

ト の循環が、 第一義的に「収数化 （homogeniza-

tion）」 と 「標準化 （harmonization）」の圧力を

増大させることになるとされる 10。 しかし、その

分析内容は、 国家主権の EU への法的な委譲、政

府と EU の権限の共有問題、 欧州でのポリ シー・

ネッ ト ワ ー クの形成過程なと多義に渡っており、

コンセ ンサスはみられなし、。 コールとドレー ク は

こ れまでの研究において「ヨー ロッ パ化」の概念

には 4つの使用法があると指摘している。 すなわ

ち 、 1. ブラッセノレのポリシー・ アントレプレナ ー

（欧州委員会委員）が進める独立変数としてのヨー

ロ ッバ化、 2各国が自国モデルを欧州モデルに転

移させようとする競争的な政策移転（emulative

policy transfer）と しての ヨ ーロ ッパ化、 3民営

化を始めとする自由主義改革を推進させる想像的

拘束力（imaginary constrain t）としてのヨ ー

ロ ッバ化、 4園内制度改革を推進させる国内政治

戦略の偽装（smokescreen for domestic politi 

cal strategies）としてのヨ ー ロ ッバ化、である 110

さ ら に、 ヴルセ‘ルとリッセは、ヨーロ y ノマイヒを

二つの次元に峻別している。ひ と つは、 「独立変

数」としてのヨ ー ロ ッパ化であ り 、すなわち、圏

内アクタ ーが取り込まれることによって影響を与

えることにもなるヨーロ ッノf ・ レヴェルでのガグァ

ナンス構造の発展を指す。もうひとつは、「プロ

セス」 としての 「ヨーロ ッノ吋七」であり 、これは

ヨ ー ロ y パの制度発展などによ って、圏内 レヴェ

ルの政治が変化することを指 している 120

本稿では、 混乱を来たさないためにも、後者の

「プロ セス」 としてのヨ ーロ ッパ化に焦点を当て、

「 ヨーロ ッバ化」を「ヨ ーロ ッ バおよび欧州統合

の政治経済的 ロ ジックが、 一国の政治ロジ ックに

対し間接的 ・ 直接的に影響し、これが変容を被る

過程」と定義するものとする。それは、結果では

なく過程であ り、その過程の中でアクタ 一一政治

家、議会、官僚、利益団体など が反応する こと

で、 その行動ロジッ ク と バタ ー ンが変容を被るも

のなのである。

しか し、個別の実証研究でも、 本稿が主眼とす

る政党政治の ヨ ー ロ y パ化はその範鴎に入ってお

らず、 依然としてEU からの政策イ ンプットによ

る圏内制度や政策スタイルの変容、 官僚機構改革

などに焦点を当てたものが大多数となってい る九

しかし、圏内政治の主要なアクタ ーに政党を含め

ないのは大きな欠落であるといえる九「欧州左翼

大政党の『ヨーロッパ化』は、これまでにない深

度と確実な現象をもたらしているのであり 、 イン

ターナショナリズムの放棄と同程度の歴史的射程

を持つもの」15 であ る。行動の ロ ジックを変化さ

せているのは政党も同様であり 、 そのパタ ー ンの

変化は、 政党および政党システムそのものに影響

を与えている 160

3欧州統合理論と政党論

従来の欧州統合研究において、 国内政治要因が

軽視されていたわけではない。例えば、ハ ー スや

リンドパーグを代表とする新機能主義者

(neofunctionalist）は、欧州、｜の政策形成が国内

利益団体、政党、政治的エリ ート聞の相互関係と

利益の相克によ っ て促進されると考えた 17。 また、

新機能主義とは立場を決定的に異にするようにみ

ら れるリベラル政府間主義 (liberal 

intergovernmentalism）を代表するモラヴチ ッ

クの研究も、意思決定主体は国家にあくま でも留

まるとしながらも、国家の利益形成は、国家社

会関係に還元される としている九

確かに欧州統合の中で主要な役割を果たすのは

政府間交渉だが、その当事者は政党政治家であ る

ことが前提とされる。そのため、欧州統合理論の

中に政党政治を組み込む何らかの焦点が必要とさ

れるのである。

欧州統合理論がハー スによっ て先鞭が付けられ

たことは周知の通りだが、彼は主著 The Uniting 

of Europe 0958）で、ナショ ナノレ ・ レヴェルと

超国家レヴェル（すなわち欧州議会）での統合過

程を考察し、政党を政治的共同体形成の機能を担

うアクタ ー として位置付けた。 ハ スは、ナショ

ナル ・ レヴ ェ jレでの政党の機能をみるため、各国

議会での ECSC （欧州石炭鉄鋼共同体）条約の批
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准過程を、加盟国別に整理した。 その上で、条約

批准の推進源とな ったのは「異なる 6 カ国の国益

ではなく 、 条約を批准しようという十分な数の政

党ポジションが各国にあったから」と結論付け

た”。各政党における欧州統合に対する初期的合

意（initial agreement）の欠如、つまり「動機

の多元主義的性格」が、逆説的に超国家主義イデ

オロギーの勃興を生み出す結果となったとする目。

このように、ハースによって開拓された EU統

合理論と政党研究との組み合わせは、現在、ナショ

ナル ・ レヴェノレと超国家レヴェルの 2 つの分析レ

ウ．ェルを対象として展開されている。ひとつは、

欧州議会の直接選挙制の導入（1979 年）を受け

て、同議会をフィ ールドとする政党グループおよ

びトランスナショナル政党グループに着目するも

のである 210 これは、 EC ないし EU を超国家機関

とみなし、 そこでの政党活動を観察するという意

味で、 EC/EU を従属変数として扱う。これを

ここでは「欧州議会政党形成論」と名付けておく。

次に、 「政党EU 政策形成論」とでも称せられ

る、欧州議会政党グループおよび各国の国内政党

を対象として、各政党の欧州統合政策を比較研究

する視座がある九圏内政治の文脈を重視し、歴

史的背景を加味する同研究では、各政党がEU に

対しどのようなイメージを持っかを考察している

という意味で、 EU を独立変数として扱っている。

しかし、 EU 自体が未だ政体（Polity〕として

の政治空間を不足させ、欧州議会が機構の中で極

めて限定的な機能しか果たしていないのであれ

ば問、 「欧州議会政党形成論J は不完全なものとな

らざるを得ない。 また、各国政党の欧州政策の吟

味は、比較研究としての完成度は高いものの、そ

れが具体的にどのように EC/EU 政策として結

実したかまでの実証には踏み込むことができてい

なし、。特に、そこでは「なぜヨーロ y パ」なのか

の意義付けが薄い。 EU が独立変数として扱われ

ている以上、例えばEU は「外交」や「経済政策」、

あるいは単に「選挙綱領」などに置き換えられで

もかまわないのである。

このように、 「欧州議会政党形成論J あるいは

「政党 EU 政策形成論」にしても、 欧州統合それ

自体がどのように政党に影響しているかの視点は

みられなし、。その問題関心と力点は、 欧州統合が

いかに推進されているか、もしくは推進されるか

に向けられているのである。しかし欧州統合の進

展によって、政党そのもの、あるいは政党政治の

土台である政党システムが影響を受けているのも

事実であ る。従っ て、 EU によって各国に要請さ

れる政策アジェンダと、他方でシステムを構成す

る政党がこれにどう対応していったかの 2 つを結

び、つける視点が必要である。「中心的領域での政

府および国家主権の実質的支配が失われたにも関

わらず、国民国家内部のナショナル ・ アイデンティ

ティ ーが未だ政治共同体の基礎をなしている」剖

のであればこそ、加盟国内部の政党シス テムに 目

を向けなければならなし、。

シュミッタ ー は、 ロ ッカンのク リー ヴィッジ理

論を踏まえ、加盟国のナ シ ョナル・レ ヴェルでの

政党システムで、 l政治的右一左両勢力内におけ

る親欧州統合政党の確立、 2. これに呼応する形で

の反欧州統合政党の台頭がみられるだろうとす

るお。シュミッタ ーによれば「票獲得のほぼ総数

を争し ，.＿ EU 問題の管理運営を談合して決定する」

親欧州統合政党が、イデオロギーの右と左双方に

出現し、またこれに応じる形で、反欧州統合政党

がやはり右一左において競合するよう になるとし

ている。そして、イデオロギー上の紛争ラインが

解消されるとするならは＼ ナショナノレ ・ レヴェノレ

の政党システムは、長期的に親欧州統合政党と反

欧州統合に分化される 2大政党制となる可能性が

高いと指摘している260 これは、 EU ないしは欧

州という問題をめぐり、初期に「右と左」といっ

た従来のイデオロギー上のクリ ー ヴィッジに沿う

形で政党システムが再編され（＂2+2 party 

system”）、最終的には政治的イデオロギーにと っ

て代わる形で「ヨ ーロ y バ」と い うイシューが出
現し、その内部で再度政党システムが再編される

ことを意味している（”2 party s：，叫巴m”）。

他方でヒックスとゴイーツもまた、園内政治変

容の説明要因として、ヨーロ ッバを導入すること

が要請されるとする九 ヒ ックスらが「逆転効果

(Rev巴rse Effect）」と呼ぶ、つまり EU がどのよ

うに圏内政治に影響するのかの分析枠組みである。

この問題意識を受けて展開されるのがメイア ー
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による欧州統合による各国政党シス テムへの影響

の推計である 280 

まず、メイアーはヨーロッパによる政党システ

ムへの影響は「フォ ーマ ット」と「メカ ニ クス」

において観察されるはずとの仮定を置く 九「フォー

マッ ト 」 では、ヨーロ ッノfという イシューカ1 シス

テム内の政党数を増加させているはずであり、ま

た「メカニクス」では政党間のイデオロギー的距

離の変更や、政党間競合においてヨーロ ッパを軸

とする次元（European-centered dimensions) 

の出現が促されている状況があるはずだとする。

しかし、欧州議会の直接選挙が導入さ れた

1979年以降の 12 カ国を調査する限り、まずフォー

マ ッ トではオーストリア、フィ ンラン ド、 英国を

除いて欧州統合と関連付けられる新党の出現は認

められないとメイアーは報告している。 メカニク

スに関しでも加盟国カ国をベー スにすれば、 親

欧州統合政党（pro-european parties）が得票数

の 66.4% （各国政党の 1995 1998 年の間での得

票率をアドホックに選択）を獲得しているのに対

し 、 反欧州統合政党（anti european parties) 

の得票率は 8.0% に過ぎず、またその大部分は反

システム政党（極右や極左政党）によるものであ

ることから、政党システムのメカニクスへのヨ ー

ロ ッパのインパク トは過小であると評価する。さ

らに、メイア ー はヨ ーロ ッパの各国政党システム

への影響は優れて構造的な理由によって制限され

ているということを強調している。つまり、欧州

の政策決定とナショナ ノレ ・レヴェノレの連聞は、各

国政府ないしは欧州議会という 2 つのアクタ ー に

よって独占されているため、政党の対EU 政策は

極度に制限されており、また、欧州議会は限定的

な機能しか機構内で与えられていないために、た

とえ有権者がEU政策に関する意思表示をしても、

それが十分に表出される次元が存在し なし、。 そし

て政党はその制約を承知しているがために、ヨ ー

ロ ッパをシステム内に全面的に取り入れることを

しなし＼と推測するのである。

しかしメイアーは、自ら断っているように、欧

州統合のインパク ト を個々の園、あるいは個別の

政党に関して考察はしておらず、そうした意味で

は「分析に極めて重大な制限が課されている」却

のが実際である。 また、メイアーの研究を発展さ

せた ラド レー クによる研究もア ジェンダの提示に

留まっている九 政党の組織構造、各国の政党シ

ステムの類型、有権者のヨーロッパに対する態度、

さらに経済発屡の度合いなどによって、ヨーロ ッ

バ化の影響のあり方は大きく異なることは十分に

予測しうることであり、従って各国個別の文脈に

即した分析が要求されている。

4 .分党の基礎としての政党派閥への視角

フランス社会党は、社会主義あるいは社会民主

主義政党としては例外的に、歴史的要因から多数

の派閥を抱えており、この派閥構造がシュヴェン

ヌマンの分党の基礎となっ ている。「ヨーロ ッパ

化」 という外部要因が社会党内に切り込むと同時

に、これに呼応する内部構造としての派閥構造が

あった。 派閥は分党の基礎として機能するのであ

り 32、この双方の対応関係があって始めて分党が

生じた。「フランスの非共産主義左翼政党の歴史

をもっとも特徴的に描くにはその派閥と、彼等の

争い、連携、消滅を描くことだろう 」担。 そして

「ひとつの政党内でいくつかの派閥が共存するもっ

とも顕著な例は社会党」剖なのである。

それだけではな く、社会党に とって、派閥組織

は権力獲得のための重要な 「資産」であり 、 派閥

閣の力学関係を活性化させることによ って、 新た

な政党システムへの適応を果たした九 フランス

第五共和制の政党システムを特徴付ける「大統領

制化（presidentialisa tion〕」 すなわち大統領

選出が政党の第一義的目標となることーおよび

「分極化（depolarization）」ーすなわち左右の遠

心力強化ーのもとで、 左翼諸政党にとっての権力

獲得は、 社会党として結集する以外に現実的な手

段はなかった括。 従って、「派閥に過さない

C.E.R.E. S やロカ ール派は簡単に離党することは

できても 、 それは周辺へと追いやられること J37

を意味したのである。 その後、なぜシュヴェンヌ

マンが 93年に敢えて離党を選択したのかの解は、

フランス政党と政党システムのヨ ーロ ッパ化を抜

きにして求めることができない。

政党組織の変革は、従来主張されるように選挙
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という契機だけでな く 、政党組織内つまり内的変

化があって始めて生じるものであるとジャンダら

は主張する担。 内的変化のひとつはリーダーの交

代であり、もうひとつが政党内派閥聞の力学の変

化である。選挙を始めとする外的要因は政党変化

の必ずしも十分条件ではな く 、これにリーダー シッ

プの構造変化、さ らに政党内力学の変化という要

因が加わることが必要となる。「政党変革の理論

の中において、 外的要因（特に選挙パフォ ーマン

スの悪さ）が組織変革の大きな刺激となるにして

も、社会的アクタ ー （つまり政党内部）も変化の

大きな要因とな る」39 のである。この結論は、本

稿の事例に対しでも応用可能である。 すなわち、

社会党は 「ヨーロッ パ」という外部的要因に加え、

組織内部の派閥力学変化によって、初めて分党を

経験したのである。従って、 欧州統合の研究が

「政党行動の一体性について与える影響について

未だ多くを知らなしリのであるならば40、まず社

会党内の派閥力学の変化を、欧州統合過程との関

連か ら解き明かす必要があ る 。

第一章 フランス社会党の党内派
間力学と「ヨーロッパ」

本章では、 社会党が結党され、 C.E.R.E.S が主

要派閥として登場するエビネ一大会以降 (1971

年一〕の派閥構造と党内力学をみてし、 く 。 シュヴェ

ンヌマン／C.E . R.E.S の離党は、同党の派閥構造

を基盤とするものである限り、社会党がいかなる

形で派閥構造を生み出 し、そしてどのような力学

が内部で働いていたのかをみることが不可欠であ

る。

「50 年代から 60 年代にかけてのフランスにお

いて、欧州統合は社会党の様々なクループの大部

分をまとめ上げるものであった」引 が、 70 年代後

半以降は分裂の種へと転化 してい くことになる。

1971 年のエビネ 一大会を経て、 S.F.I.O (Section 

Frani;:aise International Ouvriere、 労働者イン

ターナショナルフランス支部）はフランス社会党

(Parti Socialiste）へと変身し、新生社会党のヨ ー

ロ ッバ政策はCE.R.E. S の働きかけによって、そ

のイデオ ロギーを十全に発露した「自己投影」に

よ っ て「左寄りへとシフ卜して」 いくようにな

る九その転換点で働いたのは、第五共和制によ っ

て要請される政党システムのロジックと党内派閥

聞の力関係（rapports de forces）とい った内部

的要因であ った。

1 第五共和制と社会党の派閥政治

1971 年のエピネ 一大会で結党された社会党は、

前身の S.F.IO と同様に、派閥の集合的性格を持

つものであった。 しかし、戦後の SF.I.O の派閥

的性格は比較的抑制されたものであった。それは、

社会党自身、人民戦線 (1936- 1 937 年）の経験に

よって、それまで党内を支配していた、 革命以前

の段階での政権獲得か否か、そして共産党との連

立の是非という議論をクリアしたことに加え、中

道諸政党（すなわち人民共和運動［MRP］および

レジスタンス民主社会主義同盟［UDSR］等）との

共闘による「第三勢力（trois1色me force）」とし

て、政権の座にあ っ たことが要因としてある九

第四共和制下での社会党は、フランス経済の復興

とい うイデオロギー論争を超越した命題と、政権

政党であるとい う 2 つの理由によって、 政党内派

閥の活性化を抑えることができていた。

しかし 、 第五共和制以降、 野党となった社会党

は、 第四共和制下の「第三勢力」をリ ードし書記

長の座を占めたモレ体制からの脱却、 すなわち

「脱モ レ化（必molletisation）」44 をいかに行っ て

いくかという党内的要請と、第五共和制による新

たな政党配置への適応に迫られた九

第五共和制の政党シス テムは、まず、第三 ・ 第

四共和制で頻繁にみられた中道主義政党同士によ

る連立の頻繁な組替えというパタ ー ンを覆し、明

確に区別された左と右による政党間競合という環

境を準備した九 それは小選挙区 2 回制（scrutin

uninominal majoritaire a deux tours） とし、う

制度的変更による ものだけでな くぺとりわけ

「大統領制化」と いう現象によって特徴付け られ

た。 この 「大統領制化」は、これまで政権連合交

渉が選挙後になって初めて行われ、 選挙を得ずに

議会の枠内のみで頻繁に政権交代が起こるこ と を
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前提とした政党行動に変化を生じさせ、より長期

的な政権運営を政党に促した。次に、政党にとっ

ては、大統領候補適格者（pres identiable）を生

み出すことが要請され、あるいは大統領を目指す

ものは党内での強力なリーダー シ y プを有するこ

とが必要とされるようにな った九これと関連し

て、また党内派閥の観点から重要なことは、党内

の一体性・組織化が至上命題とな っ たことであ っ

た。 1958年以前においては PCF のみが一体的か

っ連帯的な組織を持っていた。 その他の政党は、

規律ある議員行動が不可能なほどに、また分党を

招くほどの分裂に悩まされていた。これと対照的

に、 第五共和制の初めの 20年は「政党の合体と、

ほとんどの政党内でのあらゆる レ ヴェルでの規律

の全体的な締め付け」49 が特徴とされたのである。

1965 年の大統領選挙は、モレの党内リーダー

シ ッ プに対抗していたドフェール (Gaston

Deffere）が新たな中道主義勢力結集を目指して、

社会党一急進党－MRP- UDSR および左派の諸

クラブによる大連合（grande federation）を構

想するが、これはモレと社会党議員団の抗争、そ

して何よりも諸政党のイデオロギー距離によって

失敗する。 その結果、 政治クラブに過ぎない CIR

(Convention des Institutions Republicaine 、

共和制度会議）を率いていたミ ッ テラン

(Franc;ois Mitterand）がその間隙を縫って左翼

代表として出馬した。ドフェールの大連合に対す

るミ ッ テランの小連合（petite federation） は、

中道政党を取り込んだ第四共和制における社会党

の路線を、共産党の支持を取り付けることによっ

て 「左翼的包括政党へと逆転Y させることに成

功した。ミッ テランはド ・ゴールに対して第 2回

投票にまで持ち込み、さらには 45.5% もの得票数

を得ることによって、左翼政党の大統領適格者か

つそれまでモレが否定してきた共産党との協力関

係を構築できる人問、というイメージを築 く こと

に成功した。 第五共和制による政党の大統領制化

は、 ミッテランに絶大な権力を付与することとに

なる。 ミッ テランは 1967 年と 68 年の総選挙を、

社会党、 CIR、急進派、 諸ク ラフ、から なる FGDS

(Federation de la Gauche Democrate et Soci 

alis旬、左翼民主社会主義連合）議長として闘い、

その選挙結果は芳しくなかったものの、 69 年の

大統領選挙でドフェールが大敗して以降、ミッテ

ラン以外に潜在的な大統領候補者は見当たらない

という状況となった。

1969 年のイシ ー・レ・ム リノー Cissy-les -

Moulineaux）大会で、 モレは UCRG CUnion 

des Clubs pour le Renouveau de Gauche、新

生左翼のためのクラブ同盟）のサヴァリ ー

(Alain Sa vary） を書記長に据え、新たに新社会

党（Nouveau Parti Socialiste）を結党する。 中

道派をも取り込んだ右派結集に対する対抗的結集

であ っ た。 しかし、新生社会党の組織化が本格化

したのは、ミッテランの CIR が参加し、自らが

書記長として選出される 1971 年のエビネー ・ スュ

ル・セーヌ（Epinay-sur Seine）大会において

であった。

1960 年代を通じて、左翼政党は上述のよう に

諸クラブの勃興を経験しており、 71 年の社会党

結成時にはそうした多種多様な政治的潮流が、派

閥の原型となって流れ込むこととなった。 65 年

の大統領選挙で、ミッテランの選挙参謀の l人と

してすでに頭角を現していたシュヴェンヌマンお

よびC.E.R.E. S が本格的にフランスの政党システ

ムに吸収されるのもこのエビネ一大会を機にして

である。そして新社会党はミッテランがいみじく

も指摘するように「内的矛盾の豊かな巨大政治勢

力」51 となるのであり 、また同大会から 「社会党

のアイデンティティ ーの部分的崩壊につながる要

素と その種がみられるj52 ようになっていく 。

ミッテランのいう 「古家（vieille maison）」

としての S.F.I.O は、社会党へと変身したが、同

党には S.F.I.O の政治家はもちろん、ミ ッ テラン

の CIR、サヴァリーの UCRG、ポプラン（Jean

Poperen）の UGCS (Union des Groupes et 

Clubs Socialistes、社会主義者グループおよびク

ラブ同盟）、そして 74 年にはロカール（Michel

Rocard）の PSU (Parti Socialiste U nifie、統

一社会党）な ど、 C.E.R.ES を含め、少なくとも

6つの政治グループが派閥となって流れ込んだ530

さらにこれらは 4つの派閥に結晶した。すなわち、

1. 旧 S . F . I.O の伝統に立つ ミッテラン・ドフェ ー

ノレ・サヴァリー・ モー ロワ（Pierre Mauroy) 
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の派閥、 2. シュヴェンヌマンをリーダーとする新

進気鋭の C.E.R.E.S、 3勢力を低下させつつあっ

たモレを中心とするグループ、 4ポプランを支持

する小数グループ、である。

シ ュヴェ ンヌマンは 1969 年の時点で、すでに

共産党との協力関係が必要との立場をとっており、

社会党の左旋回の障害となったのはサヴァリ ーや

モレといった 「古い家」を代表する政治家だっ

た制。 65 年の大統領選挙ですでに左派にコ ミッ ト

していたミ ッ テランの戦略と、シュヴェ ンヌマン

の理想はこの時点で一致をみた。

71 年のミッテランの書記長選出は、 C .E.R.E.S

の協力なくしては実現しないものであった。 エビ

ネ 一大会の決議では反モレ派であるモーロワ・ド

フェーノレ派との票を合わせても少数派に留まり 、

8.5%の C.E . R.E.S の票がこれに加わることによっ

て、かろうじて過半数を獲得した九

シュヴェンヌマンは「左翼統ーによ っ て第五共

和制に新たな基盤を与えること 」56 を社会党の 目

的として掲げていた。彼は、 1972 年 6 月 27 日に

調印された社会党と共産党の共同政府綱領

（以下 PCG 、［Programme Commun de 

Gouvernement］）のベースとなる社会党綱領

「生活を変える（Changer la Vie）」を書記長ミッ

テランの参謀として準備しヘ社会党が共産党と

並ぶ勢力にまで伸長するのに大きな役割を果たし

た。 73 年の総選挙で社会党は、共産党の得票率2

1.7% に対し、急進社会党（Parti Radical 

Socialiste）の協力もあって 20.8%の得票率を得

るまでになったへ第五共和制が準備した政党シ

ステムの下で、モレの中道主義から脱し、共産党

と第二回投票における選挙協力を通じて共闘する

ことで、社会党は「信頼できる連合政権のオルター

ナティヴ」回へと変身を遂げたのである。

確かにシ ュ ヴェンヌマンとミッテランは、左翼

の建て直しのためには共産党との協力関係が必須

であるとの認識では一致していたへ しかし、同

党との関係をめぐって両者の意味するところは異

なるものであった。

1977 年にシュヴェンヌマンが著し た 『社会主

義者、共産主義者とその他の者たち Les

Socialistes, les Communistes et les A utres』は

社会党と共産党との融合を訴えた。

人民戦線以来、フランスの労働者運動は、左

翼の統一と国民の意思を体現することが不可能

であるということを指し示している。それは社

会の指導勢力としての能力がないということの

証しでもある。 なぜならば、労働者運動が分裂

しているために国家の指導的役割を果たせない

からである。 同時にまた、分裂のうちに閉じこ

もっているからこそ、 自らの役割を認識し、果

たすことができていないのである。61

左翼連合（Union de la gauche）は次の事

実を明らかにしている。つまり、社会党なくし

て共産党は無力であり、共産党なくして社会党

は不実であるということだ。トウ ール大会から

半世紀を経て、誰しも「歴史は正しかった」 と

いうことはできない一中略一社会党が共産党の

刺激によって変化したように、共産党は社会党

の刺激によって変化する。民衆に新たな道を聞

くことを可能とする左翼の編成を生むには、お

互いがさらなる変革を遂げなければならないの

である。日

1936 年の人民戦線、戦後解放期ともに社共政

権が成立しながらも、何れの場合も右派によって

覆された歴史を、シュヴェンヌマンは「フランス

の社会主義への障路」と総括し、社会主義の実現

は、社会党と共産党とが 1920 年以前ーともに

S.F.I.O のもとに統合されていた時代ーに戻る以

外にないとした目。 同時に、社共共同政府綱領を

準備したシュヴェンヌマンにとって、それは「社

会党での 6年間という短い期間の中で自らが選択

し、推薦し、有意な立場とともに己を防御できた

戦略の結果の守護者として自らを規定した」制派

閥路線の堅持でもあった。

他方、ミッテランの目的は、共産党の地位を低

下させ、その代替として左翼政党の支持者を社会

党へと集結することにあったへ

エビネ 一大会においてミッテランはすでに次の

ように述べていた。
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根本的な甑髭が生じるイデオロギ一対話が

1973 年までに結実するというのだろうか。 イ

デオロギ一対話によ っ て、 2 つの哲学や思想、 2

つの人間と社会に対する概念、の対立が解消す

るであろうか。そうであるならば、社会主義と

共産主義に分化した理由はないだろう一中略ー

だからこそ、選挙綱領なくして選挙協力はあり

えないのであり、政府構成の契約（contrat de 

gou vernemen t）なくして左翼による内閣はあ

りえないのである。田

ミッテランは、 PCG が調印されたその翌日に、

社会主義インターナショナル大会で次のように演

説する。

私たちの基本的な目標は共産党によって占め

られた票田の上に偉大な社会党を再建すること

にある。共産党支持者 500 万人のうち 300 万人

が社会党に投票しようと選挙民が感じるだろう

ということを証明したいのである。67

書記長たるミッテランは、 1973 年のグルノ ー

ブノレ（Grenoble）大会ですでに社会党内での確

固たるリ ーダーシップを確立しており、各派閥は

党大会以前にミッテラン派と共同発議案を提出す

ることを常としていたが、同派との全面的な協調

関係を結ばなかったのが唯一 C.E.R.E .S であっ

た曲。 73 年にミッテランは C.E.R.E. S を「真のプ

チ・フールによる似非共産党」69 と非難し、執行部

から排除するが、それは、常に自 らの動議を発議

しようとする「反対のための反対」の態度を採る

C.E.R.E.S への苛立ちと、 シュヴェンヌマンの盟

友サール（Georges Sarre）を中心として活発に

進められた企業内セクショ ン結成が C.E . R.E.S の

覇権強化につながるのではないかという精疑心に

よっ て支えられたものだった70。 エピネ 一以降の

社会党の党勢を支えたのは、草の根の熱心なミリ

タン（党活動家）であり、こうした党員の地域連

盟を独自に組織化することで新興勢力となったの

が C.E.R.E.S であった。社会党とほぼ同時期に誕

生した C.E.R.E.S の勢いは、共産党とゴー リスト

政党何れを支持しない層を吸収していくことにな

る「エビネ ー のサイクル」71 と同調していた。

C.E.R.E.S はミリタンの動員による派閥力強化を

背景に、党指導部レヴェルでミッテランの裁断に

対し反対することを常としていた。ミッテランは

クールノ ーフソレ大会で「派閥は党の中の党となりつ

つあり、大会での集団的協力は許されるものだが、

選挙での同じような立場は許されるものではなし、。

私は非許容的な者を追放することにする。デマゴ

ギー的なアジテー ションと、採用されるべきもの

とそうでない政策を随時吟味しなければならない、

選ばれし責任ある立場との聞は区別されなければ

ならない」72 と述べ、 C.E.R.E.S の影響力排除の方

策を練る。 それまで、社会党の最高代表委員会で

ある指導委員会（Comi te directeur）では、党

大会での動議において 5%以上を獲得した派閥に

対し自動的に席が与えられる比例代表方式がとら

れていたが、これを見直すべきとの声もサヴァリー

を中心として党内に存在していた九

75 年のポー（Pau）大会では、 25%の過去最高

の支持を集めた CE.R.E. S の影響力を相対化すべ

く指導委員会の枠を 81 席から 130 席へと拡大し、

リーダ－ 3人（シュ ヴェンヌマン、サール、モッ

チャン［Didier Motchane]) を事務局

(Secretariat）から追放する ことに成功する九

この時ミッテランは、 CE.R.E.S が大会で 20%以

上の動議を集めた場合、同派との共通動議提出の

選択肢を予め排除し、同派閥を少数派に追い込む

と シュヴェンヌマンに対して事前に通告してい

た九ミッテランは代わりに社共共闘に批判的な

党内右派のロカール派の同調を求めた。ロカ ール

派はこれに応え、ミ ッ テラン派の動議に追従した。

さらには、 C.E . R.E.S に批判的だったマルチネ

(Gilles Martinet）やシャ ピュイ (Robert 

Chapuis）をミッテラン派は取り込むことに成功

し、自らのリーダーシップを強化することに成功

する。ヱピネ一大会から数年で 25%以上もの票

を党内で集めるようにな った C.E.R.E.S を排除し

た後にその不足分を補ったのは、 74 年 10 月の

「社会主義全体大会（Assises du Socialisme）」

をきっかけに、社会党に合流した PSU のロカー

ル派であった。 3000 人のミリタンを引き連れて

入党した ロ カールは、社共共闘路線には懐疑的で
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あ っ た。 ミ γ テランはロカ ールと、やはり PSU

出身で 72 年に入党したマルチネを事務局へと導

し 、 fこ 15c

73 年のグルノ ー ブル大会から 75 年のポ 一大会

までの聞に、モレ派はほとんど消滅し、 ミッ テラ

ン派はモ ー ロワ派、ドフェ ール派、 ポ プラン派を

吸収することに成功した。 これに対し、純粋性を

増した C.E.R.ES は一体性をさらに高めたことで、

ミ ッ テラン派は吸収した派閥の首領に重要ポスト

を再度割り振ることによっ て応酬したのであっ

た九

ミ ッテランの戦略は、 左派 C.E .R.E . S と右派ロ

カール派の問で政治的なノイ ランスを保ちながら、

「派閥を超えたリーダー」78 としての自らの地位を

保つことにあった。彼は 「従来のミリタ ンの精疑

心から党の選挙基盤たる代表者を守り、党の微妙

（表） 社会党の派閥力学（1971 ～1983 年）

党大会 ミッテラン派 モレ派

1971 年
16 33 

(Epinay 大会）

1973年
65 8 

(Grenoble 大会）

1975年
68 3.3 

(Pau 大会）

1977年
75.8 

(Nantes大会）

1979年
40.1 

(Metz大会）

1981 年

(Valence 大会）

1983 年
77 

(Bourg-en-Bresse 大会）

なバランスが左に傾きすぎないように目を光らせ」

ていた九 同時に、「左」にも「右」にも属さない

彼のリーダー シ y プは選挙時にも優位に働き、 74

年の大統領選挙第 l 回投票での最高得票

(43 . 2%）は、党内での地位を揺るぎないものに

し fこ。

70 年代の社会党の党内対立構造は、「理論」を

掲げて 「左」 に位置し社共共闘路線を進める

C.E .R.E.S と、 「実践」を掲げて「右」に位置し

共産党に批判的なロカ ール派が、求心力としての

「中道」の地位をめ ぐ って争うというものであっ

た問。そしてこの「理論」と「実践」を調整し媒

介する役割を担っ たのが第五共和制政党システム

の要請する論理にいち早く適合した ミッ テランで

あった。

ポ ー大会でミ ッ テランは、モー ロワやマノレチネ

ポプラン派
モ一口ワ・

ドフェール派
C.E.R.E.S 口力 Jレ派

12 28 8.5 

5.5 ※ 21 

※ ※ 25.5 ※ 

※ 13.6 24.2 ※ 

※ ※ 14.3 20.4 

共通動議

18 4.7 

注記： (1） 各大会で提出された動議（Motion） に対する委任得票総数の得票率 （%） (2）※は大会前に ミッ テラ

ン派と同意した派閥（3） モレ派は 77年に解消、ロカール派は 75年より参加

出所 . Hanley, David, Keeping Left? Ceres and the French Socialist Party ｷ A Contribution to the the 

study of Jrαctionα／ism in politicαJ pαrties, Manchester: Manchester University Press, 1986, p.51.; Philippe, 

Annie and Daniel Hubscher, Enquete a L ’in terieur du Parti Socialiste, Paris:Albin Michel, 1991, p.186-187; 

Cole, Alistair , ”Factionali sm, the French socialist party and the fifth republic:An 巴xplanation of intraｭ

party divisions ,'’ in European Journal of Pol山cal Reseαrch, vol.17 (1989), p.81;Portelli, Hugues, "Le Parti 

Socialiste. une position dominante ，＇・ in Br品chon , Pierre (sous la direction de), Les Pαrtis Politiques 

francαis , La Documentation FranGaise, 2001, p . 103 より作成。
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らが主張 したようにCE.R.E.S を離党に追い込む

こ と はしなかっ た。 C.E . R.E.S の離党は社会党に

対する「公式的な破壊的的運動」へと転化する可

能性があるのに対し、指導部からの追放に留める

ことによ っ て、これを 「建設的な勢力」として利

用で き、 かっ分党の回避によって党のイメ ー ジを

守ることができ る と考えたからである。その代わ

りに C.E.R.E.S を企業セ クションと青年セクシ ョ

ンの担当から外 し、 実質的な排除を行った。

C.E.R. E.S は、 ミッテランの動議に対して協議委

員会（Commission des Resolu tions）に持ち込

んでまで 21 もの修正提案（Amendements）を発

議 したが、 結局ミッ テラ ン と の非公式協議によっ

て共同発議案の提出を断念した九シュヴェンヌ

マ ンにとっ て 70 年代前半の状況とは、ミッテラ

ンを中心に党内派閥が結集していくのに従っイ自

らの派閥が孤立し、 孤立を避け自らの立場ゼァセ，：＿
ルするためにさらに異見を表明せねばならないと

いう悪循環に陥っていくものであ っ た。

2 .社会党のヨ一口 ッ ）＼像

シ ュ ヴェンヌマンとミ y テランとの聞には、共

産党との実質的関係だけでなく、ヨ ー ロ ッ パをめ

ぐる相違点も存在していた。 ミ y テランにとって、

ナショナル ・ レヴェルでの社会主義の実現と欧州

統合は必ずしも相関関係にあるものではなかった

のに対して、 シュヴェンヌマ ンはフランスでの社

会主義の実現が欧州統合に優先すると考えていた。

シュヴェンヌマンは、 ナショナル ・ レヴェルでの

社会主義の実現と矛盾しない範囲でならば、欧州

統合を受諾する立場にあったとも換言できょう。

そもそもエビネ 一大会の時点において、ミ ッ テ

ラン、モーロワ、ドフェール各派は「確信的な」

欧州統合支持派であったのに対し、 シュヴェンヌ

マンは 「米帝国主義」に従属する自由主義的ヨ ー

ロ ッパに懸念を表明していた82。 これに加えて、

「社会主義闘争（Combat Socialiste） 」 派に代表

される旧 SF.I. O を主体とする党員による、旧来

のモレ的なヨ ー ロッパ政策を支持する派閥が存在

し、同派はヨー ロ ッパの政治統合、なかんずく超

国家主義的次元での社会主義政党の協調を訴えて

いた田。 他方で、 社会党に合流 したロカ ール派も

ま た、共同市場は資本主義勢力を利するものでし

かないとの批判的 トー ンを変えないでいた剖。派

閥の寄せ集め と しての社会党は、 対ヨ ー ロッパ政

策において も同床異夢の状態にあったのである。

ミッテランの ヨーロ ッパ像とは、 FGDS の綱領

で彊われたように、 超国家主義機矯の補強や欧州

議会の直接選挙の導入といった S.F.I.O の親ヨー

ロ ッバ政策を引き継ぐものであり 、 1969 年には

「 ヨー ロッパは社会主義に対立させることも、ま

た社会主義と ヨーロ バを対主主せることも必要

ではないように思う」と延係、‘エ ビネ 一大会翌日

の記者会見でも「社会党は欧州建設に引き続き携

わらなければならないj85 と 、 フランスとヨ ー ロッ

〆を両論併記の形で－捉えていた。

1972 年に社会党は、 主流派および C.E.R.E.S

の共同作業によって作成された対欧州政策のスタ

ンスを表明する「社会主義へと向かう欧州、｜のため

の新しいインターナショナリズム Cun nouvel 

internationalisme pour une Europe en 

marche vers le socialisme）」 を同党初めての対

欧州政策として、 党機関紙に発表する師。同テク

ス卜は党内でのイデオロギー状況を反映して「共

同市場へのコミットによる相互依存関係は、 社会

主義への過程を開始することを可能とするイニシ

アティブの余裕を残しているJ と表明し、ヨーロ y

ノf とフランス、 そして社会主義は相反する形で捉

えてはいなかった。

この両義性は PCG においても同様であった。

同綱領の第 4部第4章 「フランスと欧州経済共同

体について（a la France et la CEE）」では、

「大資本の支配から欧州経済共同体を解放し、 そ

の諸制度を民主化し、勤労者の諸要求を支持し、

共同体の成果を勤労者の利益となる方向に向ける

ために行動する意思をも っ て共同体の建設と、そ

の諸制度と、その共通政策に参加する」 ことと、

「共同市場の中で、政府の政治的経済的社会的綱

領を実現するための行動の自由を保持すること一

中略一政府は、ロ ーマ条約に定められている保護

条項を援用する権利を保持する。政府はその領土

において経済の政府部門を定め拡大するという、

ローマ条約では制限されていない権利を自由に行
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使する」町ことが両論併記されて宣言された。ヨー

ロッパの次元での社会主義の実現と、フラ ンス一

国での社会主義の実現は関連性のないまま並列さ

れ、 「フランスと ヨーロ ッパの間で、社会主義は

暖昧のうちに解消されていった」帥のである。

1973 年 12 月に社会党は ヨーロ ッパ会議

(Convention sur l’Europe) をノてニョレ

(Bagnolet）で開催する。これは PCG をひとつ

の既成事実として、同路線を定着させようとする

C.E.R.E.S の戦略と、グルノ ー ブル大会前後から

ヨ ーロ ッパをめぐる問題がたびたび社会党執行部

内での意見の不一致を引き起こすため、これを沈

静化し、党内統ーを図るミ ッ テランの思惑とが合

致したものであった曲。特にミッテランは 11 月、

自らの欧州統合案に対して指導委員会のうち 10

人のみが賛成し、 8人が棄権したのをみて、辞表

を提出して進退を突きつけるという優位性を際立

たせる戦略を採り、閉会議を契機として党内を引

き締める狙いがあった冊。

「ヨ ー ロッパ会議」開催理由は、こうした党内

事情に加え、ドイツ社会民主党が、同年開催され

るゴー リスト政党UDR （共和国防衛連合）党大

会への出席を決定したことも大きかった。政治イ

デオロギーを横断する仏独の政権与党の接近は、

社会党がまとまった対欧州政策を持たないことが

原因と党内でされた引。

C.E.R.E. S は、同会議で、 「 ローマ条約の論理

と資本主義との決別のプロジェクトとの聞の根源

的な矛盾」（サール）を指摘し、共同市場によ っ

て多国籍企業の活動が促進された結果、これらが

「国家による政治的権力のおよばない状況」にあ

ることを批判し、「欧州規模で蔓延する国家の中

立性という神話」に対抗するため、社会主義の実

現のための国家の能動的行動を提唱するヘ グル

ノーフソレ大会の時点で同派の影響力はすでに実質

的に排除されていたとはいえ、 PCG の対欧州政

策に沿う形での C .E.R.E.S の主張は正当なもので

あり、同会議は ミッ テラン派が妥協する形で結論

を出すこととな っ たが、 それは依然として社会主

義と ヨーロ ッパとの間で優劣がつけられたもので

はなか っ た。 同大会では、「欧州建設のための闘

争は圏内での権力獲得のための闘争と切り離す こ

とはできない。 フランスにおける社会主義はヨ ー

ロ ッパに先立つものではないと同時に、欧州建設

は社会主義に先立つものではない。しかし、社会

主義への決定的な進展は、圏内の政治活動を制限

することによって達成できないということを認識

すべきである」田とのミッテラン派による動議が

採択されることになった。 70 年代前半の社会党

の対欧州政策は、党内派閥の均衡と共産党とい う

ノfートナーの存在とによって終始規定されていた

ものであった。 1977 年の共産党と の関係崩壊ま

で、なぜ社会党から積極的な欧州像が提出されな

かったのかは、上記2つが理由とな ったためであ っ

fこ940

社会党執行部の暖昧な態度に対して、

C.E.R.E. S は依然として攻撃的な主張を崩さず、

矛先は 1974 年から政権に就いた大統領ジスカー

ル＝デスタン（Valery Giscard d’Estaing）へ

も向かった。 シュヴェンヌマンおよびCE.R.E.S 

にと っ て、ジスカ ール＝デスタンによる EMS

（欧州通貨制度）設立と欧州議会の直接選挙導入

は、左派の権力獲得を制限しようとする謀略であ

り、フランスの国家主権を制限するという意味で

社会主義に対立するものであった九

1975 年のポ 一大会の後、 C.E.R.E.S が近い うち

に党を離脱し、分党するのではないかとの憶測が

飛び交った。欧州統合問題についても、同派は ミッ

テラン派とロカール派を向こうに回し、完全な少

数派に転じていた。しかし、シュヴェンヌマンは

脱党の決断を下さなかった。それは、「シ ュ ヴェ

ンヌ マンがSF.I.O に合流したのは、それが社会

主義政党の統一と革新の唯一の手段だったからで

あり 、彼と C.E.R.E.S は困難であろうとも社会党

をより左へと刺激することを使命戸とすること

を最終的に選択し、派閥力学の中において「マ イ

ノ リティーとしての純粋性を保ち続けること 」97

を受け入れたからであった。

第五共和制を通じたフランスの政党システムで

の最も顕著な変化のひとつは、共産党の衰退とこ

れに比例する社会党の続伸であり、結果として左

右両陣営が均衡化したことにあるヘ ミッテラ ン

は、 社会党の党勢拡大のために共産党をいわば利

用し、 シュヴェンヌマ ン は社会党の左傾化を狙 っ
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て共産党との共闘を望んだ。しかし結果的に、シュ

ヴェンヌマンの思惑は外れ、 ミッテランの戦略が

実を結ぶこ とになる。第四共和制下の権謀術数を

生き抜いてきたミッテランと、未だ 30代にあり、

政界での駆け出しであるシュヴェ ンヌマン との力

量の差は明白であった。

1977年に入り、社共連合は l、固有化の範囲と

その取締役会の構成のあり 方、 2、核兵器保有の

可否、 3、内閣形成および行政府機能のあり方を

めぐって破綻する開。社共の足並みの乱れによる

翌年3月の総選挙での社会党の敗北は、党内派閥

の力学を根本的に変化させることになり、 79 年

のメッツ大会でシュ ヴェンヌマンは、今度はロ カー

ル派に対するカウンタ ー ・バランスとしてミッテ

ラン派と同調し、 執行部入りを果たすことになる。

この時、 C.E.R.E.S はもはや、 ミッテランとの欧

州統合観の食い違いを争点化することはなかっ た。

大統領選を前に、ミッテランは有力候補者となっ

ていたロカ ールを押さえ込み、共産党との関係上、

左派的位置を採ろうとしており、シュヴェンヌマ

ンはロカーノレ派に打ち勝つことを当面の目標と し

ていたl曲。ここで両者の思惑は再度一致をみたの

である。 シ ュ ヴェンヌマンは、ミッテランの大統

領戦綱領である「社会主義プロジェ（Projet

Socialiste）」の作成に取り掛かり 山、社会党政権

に科学技術相（Ministre de la recherche 

sci en tifiq ue）として入閣することになる。

本章は、シュヴェンヌマンが 93 年に離党およ

び新党を結成する上での、いわば必要条件となっ

た社会党内の派閥構造とその力学関係の描写であっ

た。次章では、シ ュ ヴェンヌマンがなぜ離党した

のかを説明する、いわば十分条件である彼のイデ

オロギーを解明することとする。

第二章シュヴェンヌマンおよび
C.E.R.E.S のイデオロギー

シ ュ ヴェンヌマンと C.E.R.E . S は、そのイデオ

ロ ギーを最大の武器とすると同時に、弱点とした。

党内にあっては、これまで考察 したように、 派閥

同士の合従連衡ではなく、 イデオロギ一的闘争に

よって党を支配しようとしてきのであり、そのた

めにも C .E.R.E.S のイデオロギーを検証する意味

がある。同時に我々がここでイデオ ロギーに着目

するのは、それが「政党やその他の組織が掲げて

いる理論、あるいはこれらの組織が権力や影響力

を獲得する試みをなす際に用いる理論を意味する

」102 だけだからではない。イデオロ ギー とは、 ま

た社会的意識のー形態である限り、虚偽的表象や

現実隠蔽として作用する観念ではなく、理想や達

成すべき目標として捉えられるものだからであ

る l問。実際イデオロギー とは、哲学的一理論的に

構成されるものばかりでなく、諸個人ないし集団

の信念の体系や意見を表すという意味において

「政治学者にとっては人間行動の大部分を コ ント

ロー lレし、操るものであるためユニークな説明的

価値を持つものJ山である。

1. ヨーロッパ

シュヴェンヌマンと CE.R.E S のイデオロギー

は前期と後期に分化することができる。すなわち、

1978 年までは社共連合という具体的なプロジェ

クトを基礎とし、社会党の左旋回への注力を目的

とした、前章で観察した能動的なイデオロギーで

あり、後期は 1979 年以降、とりわけ 80 年代半ば

から顕著となった共和主義を基礎とした防御的イ

デオロギーである 105。すなわち、 81 年以降の社会

党政権下での C.E.R.E.S のイデオロギー は、フラ

ンスの一国社会主義が、ヨーロッバという外部的

拘束によって自由主義的政策への転回を余儀なく

された出来事によって先鋭化し、同時に防御主義

的なものへと変わっていくことが特徴となる。ま

た、シュヴェンヌマンが 1991 年に国防相を辞任

する際、ミッテラン大統領に当てた辞表の最初の

フレーズが「共和国についてのある理念（une

certaine idee）によって解任を求めます」と始

まるのは極めて象徴的であり、このことは「C.E

R.E S にとっての新たな基準は共和国となった

JI06 ことを意味している。 C.E.R.E.S がイデオロ

ギ一派閥であることは間違いないにしても、その

内実は必ずしも不変のものではなく、折衷主義的

な側面も見出されるのである。
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前述のように、 C .E.R.E.S は、ヨーロ ッパを社

会主義が可能である限りにおいて、肯定するもの

だった。ヨーロッバに対する「ウイ」は、実はヨー

ロ ッパに対する「ノン」を常に隠し持つという社

会党の文化はlヘ確かに C.E.R.E.S にも根付いて

いた。「ヨーロ ッパの社会的次元は肯定できる。

共同体による再興（relence commune）にも肯

定できる。しかし、我々の経済社会政策の指針を、

先験的に自由主義的な諸国に対して従属させては

ならない」と 1981 年の党大会で C.E.R.E.S は主

張する 108。なぜなら「対外的な困難は圏内の無政

策の方便として容易に用いられる」からであり、

そして「我々の全体的フ。ロジェク卜と整合性ある

対外政策を進めることの目的とは、我々を取り囲

み、締め付ける対外的制約の限界からまさに退却

するためのもの」l四だからである。フランス一国

による社会主義は、他国との協調を得られなくと

も、あるいは組経を来たそうとも、推し進められ

るべきものであった。 79 年の時点でシュヴェン

ヌマンはすでに「（資本主義との一筆者註）訣別

に続く数ヶ月は必然、的に経済プラン（イ ンフレ基

調、対外収支の悪化）を緊張に曝すだろう。そし

て構造改革の結果が表れるまで、左派政権が経済

運営において自律性（rigeur）をかつてないほど

堅持する必要があるだろう」と予測していた。し

かし、その後において必要なのは「プロジェクト

の解消ではなく、むしろそれを実現する手段をと

ることである一中略一『対外的制約（contrainte

exterieur）」を緩和し、世界市場に対する政策的

余地を残すことと、富と収入の再配分によって国

内的一体性を守ることの 2 つの軸が新しい経済政

策のパースペクティブ下で採用されなければなら

ない」110 と、路線堅持を主張していた。欧州統合

よりは社会主義政策が第一義的に追求されるべき

目標であり、そして社会主義にそぐわない欧州統

合は受容できないという前期イデオロギーに一貫

する主張である。

1984 年を境にして一つまりミッテラン政権に

よる転回を経験して ー ヨーロ y パに対す る

C.E.R.E.S のイデオロギーは変化をみる。 社会主

義実現の場としてフランスとともに、ヨーロッパ

が相対的に重視されるようになってくる。 これま

で、ヨーロ ッパは米国帝国主義に侵食されている

ものに過ぎず、フランスの社会主義実現の障害と

みなされていたものが、むしろ帝国主義と新自由

主義に対抗する道具として認識され始めるように

なり、そのイメージも具体性を帯びるようになる。

「ヨーロッバが強いほど、自律的であるほど、一

体的であるほど、また加盟国が活動的で、拡張的

で、発展的であればあるほど、帝国に対して対抗

することができる。 我々が自国に対して抱く愛着

と欧州建設は矛盾しないJlll。しかしその欧州建

設は、あくまでも超国家主義ではなく、各国主権

を前提とするものでなければならない。「EU を

人工的な形で形成しようとする多くのプロジェク

卜に賛成することはできない」112 のである。それ

は「欧州国民 （nation europeenne〕とはフィク

ションであり、欧州合衆国などというものはあり

えない」i日 という確信に由来する。シュウ‘ェンヌ

マンが想定するヨーロ γ パとは、 「国民アイデン

ティティーに対する欧州アイデンティティーを創

るのでなく、前者のためにこそ欧州は実現しなけ

ればならない一中略一目標とすべきは国家連盟

(conf剖eration）であり、超国家主義的な欧州で

あってはならない」114 というもので、それは 「我々

のヨ ーロ ッパのプロジェクトは、米国帝国主義に

対する国家経済の自由確保と圏内政策の進展と矛

盾しない形での力学に寄与するものでなければな

らない」115 だからだとする。

ここでは、それまでフランスの社会主義の実現

と米帝国主義の覇権的手段であるヨーロッバを対

置するという構図から、むしろフランスの主権に

よる社会主義の実現を、ヨーロッパを盾として実

現しなければならないという構図への変化がある。

それは、 1981 年に実際に権力を獲得し、シュヴェ

ンヌマン自らが起案 した 「社会主義プロジェ 」 を

適用して社会主義経済の実現を企てたものの、そ

れがヨーロ ッバの圧力によっ て無残に も撤回され

た経験が反映されている（第三章参照）。結果と

して残された道は、社会主義の理念を、今度はヨー

ロ ッバを利用する形で実現する以外にはなし、。ナ

ショ ナ ／レ・レヴェルで‘の社会主義がヨ ーロ ッパの

経済的拘束によって実現しないのであれば、ヨ ー

ロッパそのものを社会主義経済へと変化させよ、
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という論理である。

このロ ジック は、経済計画による一国レヴェノレ

での産業政策をヨ ーロ ッバに転移しようというディ

スク ールによ って補強される。「ヨ ーロ ッパを現

在行われているような産業教協力を基礎として、

下から強化すること」が目的とされるのである。

「同志よ、 一番の論点は EUREKA （欧州高度技

術開発戦略計画）計画であり、エアパス計画であ

り、アリアンヌ言十画である。これこそがヨーロッ

バなのである。 そしてこれらは欧州共同体による

制度とは無関係なのである」l九 国家間協力を基

盤とした産業協力を欧州レヴェ ルで進めること、

これこそが C.E.R.E.S による帝国主義覇権に対す

る新しい対抗戦略であった。

2.国家主義

このよ うに、ヨーロ ッパの認識あ るいはその手

段に変更がみられたとしても、 国家主義と産業主

義への固執という C.E .R.E.S のイデオロ ギーの核

心は変化することがなかった。そのために必要と

されたのは「国家主権という防御スクリーン」117

であ っ た。

ポルテリは、社会党には二つのプロジェクトが

存在すると論じる。ひとつは、ト ックヴィル的自

由主義に立脚し、アロンやクロ ジェによる社会学

の流れに位置付けることのできるロ カ ールデイ ズ

ムであり、 もう一方は 「アンチ反ゴー リズム」、

「アンチ反マ jレタス主義」 に立脚する CE.R.E.S 

による「ネオ・ジャコパン主義」 による プロジェ

ク ト である川。「社会党は権力獲得のマシー ンと

して創造され、権力を獲得するためには革命主義

的イデオロギーを固持しなければない一中略 C. 

E.R.E Sが唯一社会党に要求しているのがイデオ

ロギー的なレ ジス タンスであると いうのはゆえに

合理的なこと」119 であった。

C.E.R.E.S は自らに対して「国家主義的である

という不名誉な認識」120 が持たれていると述べつ

つも、上述のように国家主権、そしてその機能に

常に注意を払った派閥であったことは事実である。

国家とは、政党から自律的なものでなくてはなら

ず、またテクノクラートによる支配を被つ でもな

らないが、圏内産業の近代化、雇用の確保、マク

ロ経済運営、国際市場での企業グループの形成な

どにとっては欠かせないツールであるとの認識を

持っていたへ 特に、国有化産業の拡張、民間へ

の極度の介入政策、輸出奨励、経済計画

(planifica tion）による国家先導経済政策を重視

し、国際競争に対する保護は国家が担うものと位

置付け られていた1220 シ ュヴェンヌマンによれば、

左翼によ っ て統治される国家とは 「国家主権の守

護者という伝統的な役割に加えて、社会的平等の

守護者、経済社会的変革の指導者・調整者、そし

て必要ならば様々な労働者のカテゴリーの異なる

利害の裁定者」123 でなければならないのである。

ジョンストンは、特に CE.R.E.S にみられる独

自の核抑止力への執着は、フランス社会党の持つ

「国家意識（sens de l’Etat）」に由来するとす

る出。フ ランス の独自外交の必要性とド・ゴール

の 「弱者が強者に対抗する手段としての核兵器J

という思想、が社会党においても不変であるという

ことは、左翼の「国家意識」ゆえなのである。

C.E.R.E. S のイデオロギーは、共産主義思想に

みられる国境を跨ぐ階級の連帯というよりは シ ュ

ヴェンヌマンが認めるように、国家主義的な側面

を持っており、政治的マヌーヴァーは国家の枠内

でのみ可能との認識が色濃 く反映されているへ

ここから、 C.E.R.ES のゴーリズムとの親和性が

摘出される。 C . E.R.E.S にとってゴーリズムとは、

国家主導による産業近代化に成功した思想、であり、

同形式の産業再編は社共路線に沿うものであり、

そしてジスカール＝デスタンの自由主義市場経済

政策は、これを溶解するものであった。左翼と国

家の関係についてシュヴェンヌマンは次のように

述べる。「左翼とは 1789 年以来、人権と市民の権

利を標携してきた一中略一共和国とは、まさに器

にこの内容を最大限に詰めるための能力の ことで

あるJ と 1260

シュヴェンヌマンは「共和国、 市民、市民的徳

といったゴーリア ン的言語を左の立場から肉付け

した」127 と評され、また 「左翼の中のドブレ」と

も称される問。 C.E.R.E.S の国家主義と産業主義

を基点とする社会主義のプロジェクトとヨーロッ

パ像は、「社会主義」という挿入括弧を除けば、
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確かにゴーリズムのそれと大きく異なるものでは

ない問。シュヴェンヌマンのこうした発想の根底

には、国民主権（souverainete nationale）こそ

がフランスの市民性（citoyenete）の担保になっ

ているという共和主義イデオロギーがある 1加。

「個人と世界の聞には媒介が必要である。国家

(Nation）とはフランスの概念では普遍主義への

道であり、民主的コミユニオンの場所であり、

『世界を変える』 ための集団的手段なのである」 131

E在かに、ジャ コ パン主義は「現代に至るまでフラ

ンス国民諸階層のうちに伝統的な価値基準として

維持され、危機的状況のたびに新たな担い手と新

たな形態・役割をもって再現」してくるのであっ

そして 90 年代に入り、シュヴェンヌマンは、

ますますその共和主義的ディスク ールを強調する

ようになっていく 。 同時に攻撃の対象としての帝

国主義は自由主義 Cliberalisme）とより現代的

な用語に置き換えられていくこととなる。シュウーエ

ンヌ マンは「20世紀のフランスの危機は、政治

的手段の制限だけでなく近代フランスのアイデン

ティティ ーの根本、 つまり共和主義的思想そのも

のに関わるもの」問とする。フランスは、戦後直

後の「共和国でなくなってしまった単なるフラン

ス政府」から第五共和制に入り、制度的安定と核

抑止に基づく東西ブロックから自立した独自外交

を展開することができた。しかし、欧州共同市場

の展開はその基盤を突き崩し、「人民に新しい足

場」を与えることを目的とした社共共闘も「資本

の壁」に阻まれて失敗に終わった。こうして、

「共和国の革新、あるいは刷新の試みは戦後 2 回

にわたって挫折した」134 という。

ここでは、政治的左右の差異ではなく、双方の

政治勢力とも共和主義の守護者としての役割が強

調され、その障害となるのがヨーロ ッパない し一

前期ディスクールで・あれば帝国主義と称されてい

たであろう一国際資本であるとされている。 1974

年の第二次オイルショックに対する国際協調と

新自由主義的打開策、 そして英国の加盟とドイツ

統一、アイデンティティ ーの喪失につながる EC

拡大によって、フランスは「市場としてのヨーロ ッ

バの中に逃避した」のだった。フランスの政治的・

経済的危機は、全て 「 ヨーロ ッパの欠落

Cinsuffisance d’Europe）」のせいにされ、自ら

の政治的意思が欠落していることのアリバイとなっ

たことも、共和国崩壊の証左とされる 1出。

さらにこの「共和国崩壊の危機」の度合いは増

しているという。「EMS、単一市場、そしてやが

てやって く る政治経済通貨同盟は、新しい資本の

帝国内の一地域に過ぎなくなるフランスの持つ枠

を狭めることに間違いなくなるだろう 。 フランス

の自らに対する精疑心も増し、地方分権は新しい

領主の台頭を招くことだろう。移民の同化を共和

国が担えるのだろうか、そもそも彼らは同化され

ることを望んでいるのだろうか。（極右である一

筆者註）ル ・ ぺン的なイデオ ロギーの台頭は、フ

ランスの共和国アイデンティティーが危機にある

ことの結果なのである」問。

これに対応する外交もまたその能力を喪失して

しまった。 過去のフラ ン ス外交はヨーロ ッパ主義

者とゴーリストに二分されていたが、フランスに

「キープレイヤーとしての役割を与えていた」 東

西ブロックに対する独自外交は、「東欧諸国がド

イツに豊かさを、米国に安全を」求めるようになっ

たことで、その前提が崩れ去ってしまった。そこ

で残っ たのは「小さなヨ ーロ ッパ」の中でフラン

スを中級国家に庇めることにしかならないヨ ー ロ ッ

パ主義者による外交なのである。

1981 年か ら 83 年の聞に起こ ったのは、ド ロー

ノレによる社会保障負担率の制限にみられた「選挙

主義」ゃ、 ドイツ・マノレクに対してフランスの社

会主義を従属せしめる EMS の「神聖化」、ロカー

ルが計画大臣（Ministre de la Planification) 

に任命されたことに象徴される「市場の計画に対

する勝手lj」、そして党による「社会主義プロジェ」

の「脱神話化」でもあった。 その中でも、 シュヴェ

ンヌマンはドロールを「政治を経済に従属させる

ことのできる唯一の人間」だったことから、「国

際情勢を利用しながらフランスを自由主義という

毘の道J を招いた張本人だとする。ドロールは、

社共共闘とその統一綱領に対するオルターナティ

ヴを推し進め、超国家主義的ヨーロ ッパのプロ ジェ

クトをバリーブラッセル間で進めたためである 13\

しかし、危機にさらされているのは社会主義だ
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けでなく、同時にフランスの共和主義でもある。

ここにシュヴェンヌマンの後期イデオロギー にお

ける特徴である社会主義と共和主義との並列

（「共和主義的社会主義［socialism巴凶publicain］」〕

をみることができる。社会主義がヨーロ ッバの経

済的ロジックによって阻まれたのだとすれば、共

和主義はヨーロ ッパの政治的な非正統性によって

危機に曝されている。 ここでシュヴェンヌ マ ン は、

EU の 「民主主義の赤字」を批判する。「もっ と

もらしく語られているのは、 パリではなくブラッ

セルで、物事は決められているのだとい う逃け百上

である。 そうでなけれは‘エスタブリ ッシ ュメント

は、経済のグローパリゼーションはフランスを大

海の中のコルク栓に過ぎなくしていると言 う」1担。

共和主義は、その出自を問わずに市民を啓蒙し教
育し、そして共通善に貢献すること役割を果たし

てきた。 そして、そのような人間的理性に基づく

会話によっ て民主主義は内実を伴う ことになる。

「しかし意志決定がもはや公共空間にではなく 、

『専門家』や、内容不明な 『ヨーロッ パ』 と呼ば

れている進入禁止の空間でとられるよ うになれば、

民主主義は形式以外の何物でもなくなる」刷。欧

州レヴ’ェノレでの意志決定が前提とされてしまえば、

フランスは核抑止力も、ヨ ーロ ッパ拡大のイ ニシ

アティブも、独自の中東外交といった政策的オプ

ションを選択すること はもはや不可能となる。 近

隣諸国とのコンセンサスが何よりも閣僚理事会で

は必要とされるからである。「ブラ y セルは、レ ッ

セ・フェールに対する従属と正当化のア リ バイと

なり 、ヨーロ ッバは自由主義に敗北したのである

」川。欧州議会の直接選挙も「内実のない民主主

義」を改善することはない。欧州議会選挙は依然、

圏内問題がそのイシューであり続け、有権者も自

国での選挙結果以外に関心を示さなし、からであ

る 1410

シ ュヴェ ンヌマンが思い描く ヨーロ ッノfとは、

共和主義を土台とした市民によ って形成された国

家とその発露としての政治、 国民経済の枠内にと

どまる産業主義と、経済と 巨大資本の論理による

市場主義との聞の、相克の場として捉え られてい

る 。

そうした意味では、シュヴェ ンヌマンの ヨーロッ

ノマの理想像は、前期のそれと大き く変わるもので

はない。それは、 ド ・ ゴ ールの「国家連盟

(confederation）」としての欧州である叫。国家

主権を前提とした各国協調による政治的プロジェ

クトとしてのヨー ロ ッ パであり 、 これこそが 「民

主主義の赤字を解消する唯一の」方法でもある。

同時に、国家意志 〔volonte nationale）がある

ことによ って初めて、始めて欧州レヴェルでの産

業主義が可能となるのである。 一方で、国家連盟

と超国家主義との対立は、それぞれの社会観の対

立でもある。 前者は市民を理想像とし政治至上主

義的であるのに対し、後者は経験主義的で実用主

義的な「金銭的」な社会を理想としている川。 だ

からこそ「市場によ っ て創られてきたヨ ーロ ッパ

を政治によ っ て再建設する 」 という 「バー スペク

ティブの逆転」が必要とさ れているのであ る ＇ ＇＇'o

現在の ヨーロ ッバは「経済的競争のみが発展の基

本となる自由主義的な欧州であり、市民ではなく

ホモ ・ エコ ノミクスが勝利する 『巨大市場』に成

り下がってしまってJ＂川、る。 ECB （欧州中央銀

行）は、ドイツ経済力を背景とする経済的欧州を

さらに促進する「民主主義的後退」の象徴である。

ECB の基準から外れる国は、 「 ヨーロ ッパ」の名

において制裁を受けるしかない、等々 。

ベルスタ インは、 1982 83 年のミ ッ テランの

「自由主義的転回」 を経た後の社会党は、ヨーロ y

バの枠内で市場主義的政策に追従するか、あるい

はフランスの共和主義的伝統に基つ、 くままの税制

と財政支出による国家介入を選択するかの二者択

ーを迫 られたと述べるヘ「社会主義プロジェ」

の実現に失敗した社会党は、 これに替わる新たな

政治理念、に寄りかからなければ政権維持を維持す

ることができなかったのである 147。 ベ ノレスタ イ ン

のこの仮説に基つ‘くならば、シュヴェンヌマンの

社会主義から共和主義ディスク ールへの強調点の

変化は、 合理的なイデオロギー的転回であったと

もいえる。 ヨーロ ッパという現実を前にして、彼

が新たに編み出したディスク ールは、 C.E.R.E.S

が本来持つ国家主義的意識と矛盾しない共和主義

的理念であ っ た。 社会主義によってフランスを変

革することが不可能になった後では、 今やそのフ

ランスという国民国家の枠組みーシュヴェンヌマ
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ンによれば共和主義ーそのものをヨ ー ロ ッパか ら

救出しなければ町ならな く なったのである I九

シュヴェンヌマ ンの視点にたてば、社会党は 1

982 - 83 年において 自由主義的なヨ ー ロ ッパに屈

服 し、国内経済の 「自由主義的転回」と EMS残

留という選択をした。 これに対し、彼は閣僚とし

て自 らの「アルパニアン・オプ シ ョ ン」 を提案す

る 。 しかしこれが退けられ、社会党は超国家主義

的かっ 自 由主義的なヨーロ ッ ノヘ権力の維持を命

題とする政権党 （parti de Gouvernement） へ

と傾斜していっ た。 その結果として彼は離党の決

断を下す。 次章では、以上の認識を、 2つのケー

スにあてはめてみてい く こととす る。

第三章

MDCヘ

派閥 C. E.R. E.S から新党

本章では、シュヴェンヌマンが率いた社会党内

派閥 C.E.R.E.S とその後身「共和国と社会主義」

が、 1993 年に新党 MDC (Mouvement Des 

Citoyens、市民の運動）となるまでの過程を追

う。その際のケースとして選択されるのは、 1981

年から 83 年の聞に起こる社会党政権による一国

ケインズ主義の失敗と、それに続く EMS残留に

象徴される自由主義的転回（tournant liberal) 、

次に 1992 年のマース卜リヒト条約の批准過程で

ある。この 2つをケ ースとして取り上げるのは、

「EMS残留は一中略一フランス政治に決定的な状

況を生み出し、そして 90年代の単一通貨創設と

いう選択に直結Jl49 しており、フランスの「ヨ ー

ロッパ化」を原因としたシュヴェンヌマンの閣僚

辞任から、離党・新党結成までに至る行動ロジ ッ

クを結ぶ引照点、となっているためである。

これは、争点としての欧州統合問題が、社会党

が政権の座に着き、シュヴェンヌマンが影響力を

行使することの出来た派閥間政治から、とりわけ

ミッテラン大統領を頂点とする「外交」を主軸と

した国家間政治の場へと置き換えられ、権力闘争

の舞台が移り変わったこととも関係する。 特に、

周知のよ うに第五共和制下で、外交は大統領の専

管事項（domaine reserve） とされ、ー閣僚が政

府方針に反対するのはほほ．不可能であった。 以下

で観るよ う に、シュヴェンヌマンが、閣僚辞職と

い う「抗議」から、離党 ・ 新党結成の 「退出」 に

至っ たのも、こうした変遷を念頭に置 く 必要があ

る印

1.一国ケインズ主義の失敗と自由主義的

転回 （ 1 981 年～83 年）

1981 年 5 月 10 日、大統領選でミ ッ テランは ジ

スカ ー ル＝ デスタンを破り、続く 6 月 14 ・ 21 日

に行われた下院選挙で、社会党は共産党との選挙

協力もあ っ て国民議会で単独過半数の座を獲得す

る。 首相には、非ミッテラン派のモーロワが指名

された。ミッ テランは 「社会主義プロ ジェ」 をベー

ス と する選挙公約「フランスのための 110 の提案

(llO propositions pour la France）」に基づき、

大企業グループ・金融機関の固有化、地方分権、

従業員に大幅な権限を与える団体交渉制度法（い

わゆるオーノレー諸法[lois A uroux］）、労働時間短

縮、社会保障給付の引き上げ、 富裕税の導入、公

共セクタ ーの雇用増、 職業訓練の拡充などの政策

を実施していく 1九 これらの多くが政権誕生後、

半年以内に実現されていったことを考えれば、極

めて明確なヴィ ジ ョンのもとに社会改革が進め ら

れてい ったことが理解できる 1520 「 1981 年にミ ッ

テラ ン によ っ て推奨された政策は、 1972 年の

PCG 以来、左翼政党の綱領に記されたもの」で

あ っ た問。「社会主義プロジェ J はシュヴェンヌ

マ ンの手によ っ て起案された ものであり、彼が手

がけた 72 年の党綱領「生活を変える」とそれに

続く PGC の延長線上にあるものである出。それ

は「世界資本主義システムによ る経済制約に対し一

中略一打ち勝つことが社会主義左翼にと っ ての願

望」155 であることの証しであり 、 シュヴェンヌマ

ンが 「社会主義への移行のための新しい発展モデ

ル」1田 と呼ぶものの現実政治への適用でもあった。

ミッ テラ ン は大統領となり、そして確かに 「権力

獲得後に、 党内派閥の各々のプログラムの中から

ひ とつを選んだ」印のであ っ た。

当時のフランス経済は大き く疲弊していた。近
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隣諸国と比較しての高コスト構造や企業収益の低

迷、高イ ンフレ、投資意欲減退による失業率の上

昇、貿易赤字の恒常的な赤字が続いており、景気

回復が社会党政権への期待となっていた 158。ミ y

テラン政権のプログラムは財政支出の増大を伴う

意味ではリフレー ション的政策であり、社会的格

差の是正という政治的目標を所得配分によって実

現しよ うとした「再分配的ケイ ンズ主義」 であっ

た。その限りでは、経常収支の悪化やイ ン フレ率

の悪化、財政赤字の拡大は十分に予測されたこと

であったが、それでもミッテランの政策スタッ フ

は、国際経済環境の好転によ っ てこれらは相殺さ

れるものと考えていた。

経済政策の軌道修正が行われるのは、社会党政

権誕生からほぼ 1年後の 1982年 5 月以降のこと で

ある。社会主義へのプロジェクトは実際の経済状

況の前に挫折することになる。同月に発表された

物価指数は年率 13.7%を記録し、他先進国とのイ

ンフレ格差が拡大していった1s9c 他方で、 82年に

入ってからも前年を上回るベースでの政府支出増

大（前年比 11%増）は、インフレ傾向に拍車を

かける結果となった。こうして、欧州域内の主要

貿易相手国が、ドル高金利と石油ショックを契機

に、ディスインフレ政策、そして内需抑制策を敷

く中で、フ ランス一国だけのインフレと内需拡大

が貿易赤字を増大させてい っ た。 フランスの輸出

入比率は 81 年第 3 四半期以降、悪化の一方を辿

り、 82年 4 月の貿易赤字は実に 100億フラン超を

計上した。このパフォ ーマ ンスは 76 年のパール

(Raymond Barre）首相の緊縮政策や、第二次

オイルショ ッ クによる景気悪化の時をも上回るも

のだった問。 「110 の公約」は、 20 番目の公約と

して、 1990 年までにフランス国内総生産に占め

る貿易比率を 20%以下にすることを掲げていた

が、同比率は 83 年には 23%に達する I Si。経済的

相互依存の中で一国ケイ ンズ主義の続行が破綻し

たことはほぼ確実であった。その一方で、社会党

政権が至上命題としていた失業率の改善は自にみ

える成果をあげず、上昇基調に歯止めがかからな

いままであ っ た。

経済情勢の悪化は、為替市場でのフラ ン投げ売

りの直接的な原因となった。 81 年の社会党政権

の誕生とそのプログラムによって、フラ ンはすで

に下落傾向にあ っ たが、その後の経済パフォ ー マ

ンスの悪化がこれに拍車をかけた。フランの対ド

ル相場は、 1980 年に 1 ドル＝ 4.20 フラ ンだったの

が、 81 年 4月に同レートは 5.35 フランへと下落

し、フランの価値下落は避けられないまま状態は

推移 してい った 182。 この時点で、ミ y テラン政権

に残された選択肢は 2 つに絞られていた。 ひとつ

は、このまま内需刺激策を と り続けることによっ

て経済的困難を引き受けるか、あるいは賃金引下

げ、法人税減税などによ っ て経済を好転させる代

償として政治的困難を引き受けるかの何れかであっ

た1回。 そして、 ミッテランは政治的イデオロギー

のもとで作成された社会主義フ。ロ ジェを捨て去 り 、

欧州の中でのフランス経済の地位を守ることを決

断するのである。 政権獲得まで社会党内で危う く

保たれていた 「社会主義と ヨーロ ッ バ」 の路線は、

「社会主義かヨーロ ッパ」とい う構図へと転換し

たのである。

82年 6 月 のヴェルサイユ・サミ ッ ト の翌日に、

就任後二度目 となる フランの対マルク約 10% の

平価切下げを、ミ ッテランは決断する。 直前の 6

月 9 日にミ ッテランは記者会見を聞き、事実上の

経済政策の失敗とその転換を公表す る ことにな

るヘ しかしそれでも、フラン投機と資本流出は

留まることはな く 、フランス中央銀行の外貨準備

高は底をっき 、 民間金融機関コ ンソーシアム、さ

らにはアラブ首長国連邦からの借り入れを必要と

する状況にあ っ た。これを契機として同政権の経

済政策は新たなステージへと、つまり緊縮政策へ

の急転回を経験してい く ことになる。 4 ヶ月間に

わたる物価 ・ 所得政策の凍結、社会保障会計の赤

字削減、財政赤字対 GDP 比 3%抑制を目標と す

る「モーロワ ・ プラン」は、政権下の第一次緊縮

政策とな っ た。 それでもなお、実体経済の回復は

おろか、フラ ン相場が回復することはなかった。

そのため第二次緊縮となる「ドロール・プラン」

が翌年 83 年の 3月に続行される l由。さらな る内需

抑制策である 「ドロ ー ル ・ プランJ は、中間層を

含む 400億フランの増税、 240億フラ ンの歳出減、

アルコール・タバコの増税、 公共料金の値上げ、

さらには旅行者の 2000 フラン以上の国外持ち出
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し禁止という徹底した措置をとり、国内総生産の

約 2%の内需削減を目標とした。

社会党経済政策転換の強制的要因となったのは、

実体経済の悪化に加えフランス ・フラ ンがジスカ ー

ル＝デスタンによって、すでに EMS という ヨー

ロ ッパの経済システムの中に埋め込まれていた こ

とによるものであ っ た。 フラン安はそのままマル

ク高となり、制度崩壊の危機をもたらす。 いわば

EMS という制度を介して、 ヨーロ ッパはフラン

ス経済政策のマヌーヴァラ ビリティと選択肢を極

めて制約していたのである。 81 年 10 月に行われ

た EMS 内での為替平価調整で、ドイツはフラン

スに対して予算支出を 150 億フラン削減するよう

求めており 1師、 EMS という制度を媒介にした ド

イ ツが欧州経済の中で占めるウェイトは逆転する

ことのできないものであった。

理論的にはここでフランスには 2 つの選択肢が

あったことになる。 ひとつは貿易赤字を抑制する

ために輸入制限を設け、 EMS から離脱してまで

もフランをさらに切り下げていくことによってイ

ンフレを抑制すること。片方は EMS の枠にフラ

ンスが残留することを優先させ、需要管理策以外

の方策でフランス経済を支えることであった。こ

れは、前述のように、政治的 ・ 経済的困難の何れ

かに直結すること意味した。同時に、フランスが

欧州の経済統合の逆転を望むのか、それとも引き

続き コ ミッ トしてい くかの歴史的な分岐点でもあっ

た1町。 そして結果的に後者を選択したことは、そ

の後の社会党が密かな形で「パー ト ・ゴーデルス

ペルク綱領」を実践し、 社民主義化を歩んでいっ

たことを象徴していた1冊。

社会党内では、 当然のように政策転換そのもの

と、そして EMS に対してどのような態度を採る

のかの論争が起こった。 緊縮政策への転換が、大

統領府でスタース （Franヰo is Stasse）、ソテール

(Chrisitian Sautter）、そして首相府でギヨーム

(Henri Guillaum巴） 、ルヴェーグ （Daniel

Leb色gue） 、 ペイルルヴァド CJean Peyrelevade) 

などの専門家によって議論される一方、 党内では

シ ュヴェンヌマン、ベレゴヴォワ（Pierre Bere 

govoy、官房長）、ファビウス（Laurent Fabius、

予算担当相）を始めとして、 EMS からの離脱も

やむなしの認識が広がっていったi目。 1983年 3 月

はまた市町村選挙が行われた時期でもあったが、

同選挙で社会党は地方議会議席を大き く減らすこ

ととなる。ミッテランはモーロ ワに EMS からの

離脱と経済成長の実現を条件として、続投を要請

する問。しかし、 EMS 離脱派であったモーロワ

によるドロールやエコノミストに対する諮問の結

果、 EMS からの離脱によっ て も経済情勢の改善

は望めないこと、外貨準備高不足によりフラン防

衛が継続不可能であることが示され、 モーロ ワは

ミッテランの指示に従えないことを明らかにする。

同時に、 大蔵省国庫局長であるカムドゥッシュ

(Michel Camdessus）ら専門家のフランス経済

に対する悲観的シナリオは、ファ ビウスといった

離脱派閣僚の認識をも変えてい くこととなり 、 さ

らにはアタ リ （Jacques A ttali）といった側近の

アドヴアイスが加わ り、ミッ テ ランは同月中旬に

は EMS残留に傾きつつあった。党内は、ド ロー

ルを中心とする親欧州派の勢力が優勢を占め、

EMS残留を前提とした 「 ドロール・プラン」が

開始されること になるのである。

この時、党内の勢力はモーロワ、ドロール、ベ

レゴヴォワとシュヴェ ンヌ マ ンの 4人に配分され

ていた川。 モーロワ内閣のもとで研究産業相の任

にあったシュヴェンヌマンはm、 産業国有化によ

る内需拡大と国境管理を含む「コルベール主義的」

政策を提案していた1730 シ ュヴェンヌマンの経済

政策では 5つの目標、すなわち エネルギー的自立、

基盤産業の近代化、製造業の競争力確保、農業の

価値付け、新産業の育成が明確に位置付けられて

いた。金融政策においては EMS離脱によるフラ

ン切り下げであり、これによってフラ ン スの輸出

力を確保し、 産業政策としては保護主義的措置と

産業介入政策によって一国成長を実現する「アル

パニアン ・オ プション」であ る。産業政策を、彼

は「協調的産業政策」と呼び、産業部門別政策で

あるそれまでの 「クレノ（銃眼） 政策」から川上一

川下産業を結ぶ 「フィリ エール（連関〕政策」へ

の転換と、協調的投資政策の官民契約、「研究科

学技術基本法」 に基づく R&D 投資の 85 年まで

の GDP比 2.5%への増加と企業の分野別再編、原

子力発電所の継続的建設を主張するが、これらは



フランス政党政治の『 ヨ ー ロ ッパ化』 21 

ディリジズム色を濃く残す「ゴー リズム的スタイ

ル」！日以外の何物でもなかった。

ゴーリズム的スタイルであるのは発想だけでな

く、実際においてもそうであった。 1982 年、ポー

ランド侵攻に対する報復措置として、米レー ガ、ン

政権は対ソ経済協力関係の停止を要請するが、シュ

ヴェンヌマンは「フランスの主権行使」であると

して当時シベリアのガス油田開発にあた っ ていた

フランス企業の事業続行を指示し、 契約停止を申

し出たドレ ッ サー （Dresser）社を提訴するに至っ
fこ 1750

もちろん、先に触れたように EMS 離脱の政策

にも一貫した論理があ っ たことも確かである。ま

ず、ミッテラン社会党政権誕生と同時に、フラン

の投売りが始まったため外貨準備の急激な減少が

起こ っ た。ミ ッテ ラ ン選出の翌週の 5 月 18 日か

ら 22 日にかけ、中央銀行は実に 1 日当たり 10 億

フランを平価維持のために市場に投入したm。 従っ

て EMS 離脱が生じようともフランの切り下げに

よって外貨準備高の減少を防ぐことが可能にな

る問。次に、フラン切り下げによって、フランス

の競争力を強化することが可能となる。伝統的に

みられた近隣窮乏化政策である。 これはフラ ンス

の主要輸出市場でありEっ EMS のコアであるド

イツとの関係を犠牲にする可能性のある政策オプ

ションであった。最後に、以上の 2 っと関連して

フランスの金利政策の自律性確保という政策主張

がある。対マルクでのフランの平価の維持、すな

わち EMS を維持するため、 フランスは西ドイツ

を上回る短期名目金利水準を保たなければならな

かっ た。 拍車のかかるフラン・レー トの下落によ っ

て、 1981 年の第 l 四半期に金利水準は 20%以上

にもな っ た。これによ っ て企業は過大な負担を強

いられているとの認識が離脱派エコノミストのみ

ならず、経済界にも浸透していたm。

シュヴェンヌマンのこうした政策イデオロギー

は、社会党の選挙公約に忠実なものではあったと

しても、政権獲得後の経済政策を変えることは不

可能であり、 一国の閣僚の政策実現能力はヨーロッ

パを前にしては無力であった。特に、 GDP の約

1%相当もの出資を必要とするシュヴェンヌマン

の政策は、すでに「アルパニアン ・ オ プシ ョン」

が却下され、ドロ ールが財務相として実権を握っ

た後では、必要な予算措置を与えられる可能性を

欠いていた。「私は欧州建設と社会正義という二

つの野心の間で、揺れ動いた。しかし EMS は前者

のために必要なものであるがゆえ、後者を限定的

なものとしなければならない」m というミッテラ

ンの決断とシュヴェンヌマンのそれは再度行き違

いを起こした。シュヴェンヌマンが認めるように

「20 年前 (1973年のパニョレ大会以来一筆者註）

からミッテランのヨーロッパ観は私のそれと大き

く異なっていた」即のである。

当然、シュヴェンヌマンは EMS によるフラン

ス経済への圧力を予想していかっ たわけではな く 、

従って当初から EMS離脱論者の立場をとってい

た。 81 年 6月の時点で、シュヴェンヌマンは「本

当の産業政策を実践するためには EMS から離脱

しなければならなし、。 任期初めの 58年 と 69年に

フラン切り下げから始めたド・ゴーノレとポンピドゥー

を見習わなければならなし、。 それに対し左翼の経

験は遅きに失した。ルールを定めた上で、国営の

投資銀行を創設しなければならない」山と主張し

ていた。あくまでも社会主義者の特徴とは、「資

本主義の策略としての経済的制約というものを全

般的に拒否すること」にあつたl凹

経済界やテクノクラ 一 ト のみならず．、 ミッテラ

ンもま たシュヴェンヌマンの政策に対して危倶を

覚える ようになり、 「社会主義と官僚主義と取り

違えるべきではなしリと 83年の 2 月 2 日の閣議で

彼を答める l回。同日、シュヴェンヌマンは記者団

に対し「閣僚は口を閉ざしているべきで、そうで

なければ辞任すべきである」との有名なフレーズ

を語り、「己の理念を曲げてまでも職務を果たす

には国家の共和主義的意識（sens republicain de 

l’Etat）を私は持ちすぎています」1剖との辞表を同

日ミッテランに提出する。辞表は－＿§＿拒否された

ものの、地方議会選挙後にモーロワ第三次内閣が

発足する 3 月 22 日に辞任は確定的なものとなっ

た。 モ ー ロワはシュグェンヌマ ンに対し閣僚とし

て残るように指示、 但し設備相のポストに着く よ

うに伝える i由。 しかし、シュヴェンヌマンはこれ

に国土整備と企画庁の管轄を加えることを主張す

る。 しかし、 新たなモー ロワ内閣では、 このポス
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トはドロ ールとファビウスという EMS残留派の

二人にすでに割り当てられていた。シュヴェ ンヌ

マンは自らの要求が聞き入れられないことを悟っ

た時点で、辞任をプレスに対して正式に発表する。

シ ュ ヴェンヌマンにとっ て、 83 年を転機とし

た社会党の政策は 「ロカ ール抜きのロカーノレデイ

ズム 」1描、 すなわち社会主義から社民主義への転

回以外の何物でもなかった。 同時に、 かつて

EMS 設立がフランスの「正常化（normaliza

tion）」になるとして非難した社会党は、ドイツ・

マルクという「フランス流社会主義が越えられな

い地平」にぶつかったのだとする問。それ以降、

社会党は「新しい道」を発明することはできず、

第五共和制のもとで政権政党と な った結果「エビ

ネーの衝動」 は消え去った。シュヴェンヌマ ンは

その結果として辞任の道を選んだのだった。

しかし、それは他方で、シュヴェンヌマンにとっ

て 「左翼の再建の時期」 をも意味した。 なぜなら

は＼社会党は「進むべき道と集合的デザインを分

裂させていった」のであり、イデオ ロギー的敗北

と国家的プロジ ェ ク トを提示する能力の喪失は

「フランスの民主主義的表明の基準となる左と右

を混乱させた」l聞 からであっ た。シ ュ ヴェンヌマ

ンは辞任後にあっ ても、 83 年 10 月のブ、ルカン＝

プ レス （Bourg-en-Br巴ss）党大会で執働に EMS

からの離脱ないしは再検討を主張し、「エピネー

の党（parti d『Epinay)J と しての路線を継続す

べきと訴える唯一の党内派閥となった1田。 しかし

社会党内では「1982 - 1984 年の転回が議論の対

象となることはついぞなかったj聞のであり、こ

の C.E.R.E.S と党内のリ ー ダー シップを争うロカー

／レ派による動議を除き、ミッテラン派に対抗する

ものはなかっ た。 C . E.R.E.S は社会党パ リ連盟の

支持を失い、同派閥の動議は 18%を集めるに過

ぎなかった。 1975 年のポ 一大会での 25% と比較

すれば、その勢力衰退は明らかであった。

2マースト リヒ卜条約批准と新党結成

( 1992 年～93 年）

1992 年のマーストリヒト条約191批准をめ ぐ り、

シ ュヴェ ンヌ マンは党内での反ヨー ロ ッパの立場

を先鋭化し、翌年に 自らの政党MDC を結成する。

同時に、条約批准をめぐっての各政党内の分裂と

混乱は 「新たなドレイ フュス事件j192 と称さ れる

ほどに激しいものであった。

マーストリヒト条約は、金融政策、国防、地方

選挙での域内市民の投票権といった、すぐれて国

家主権に属する事項を共同体に委譲する内容をも

つものであるが1目、それはシュヴェンヌマンにとっ

て、フランスに強制された「自由主義的憲法」19

であり、条約の核心は 「国家の破棄」l回以外の何

物でもなか った。 すなわちマース トリヒト条約は、

l金融資本の優先、利子率の高止ま り 、 公共部門

の規制緩和を意味する「ウルトラ自由主義」 であ

り、 2フランス国民に対し充分な協議のない非民

主主義的プロセスによっ て作成され、 3. ドイツの

国力強化につながり 、 4 .実体経済よりも資本市場

を重視し雇用を危機にさらすものである。 それよ

りも、必要とされるものは、計画主義的経済の下

での成長主義であり、閣僚理事会の権限を拡大し

た民主主義的なヨ ーロ ッパである師。シュヴェン

ヌマンは同時に、 「大統領にと っ てヨーロ ッパと

は、権力を国民に取り戻すという我々をかつて結

びつけていた理念ではなく、企業に対する補助金

と同義とな っ て しまっ た。 マ ー ス ト リヒト条約の

ロ ジックは社会党のそれではな く 、権力のための

権力というロジックである」聞 と 、 社会党の条約

賛成の態度を非難した。

憲法院（Conseil Constitutionnel）は、政府

の付託に応えて 92 年 4 月にマ ー ストリヒト条約

条文に含まれる欧州域内市民による国内市町村議

会での選挙権、出入国管理の共通化、そして経済

通貨同盟に関して憲法修正が必要との判断を下 し、

5 月 を境に上下両院は憲法修正案の審議に突入す
る！田

社会党内ではシュヴェンヌマンの「社会主義と

共和国」派がマー ス トリヒト条約に反対する唯一

の勢力とな っ ていく。 4 月 29 日 に行われた指導委

員会と党議員団との共同会議においても 、 条約反

対を掲げるのは唯一同派であ り、ドロ ール、ロカー

ルやジョスパン（Lionel Jospin） などの有力政

治家は既定路線として会議に出席すらしなか っ
た 1目
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5 月の時点で、シュヴェンヌマンを初めとする

社会党議員、共産党議員団、緑の党議員、労組幹

部はマ ーストリヒト条約の再交渉を求める共同署

名を公表するが、 ミッテランは「再交渉不可能」

としてこれを棄却する捌。

他方で、 92 年 1 月に社会党指導委員会が、モー

ロワ体制lからファビウスを書記長とする体制へと

変わったことにも留意しておく必要がある2010 93 

年の総選挙を前に社会党の支持率は急落しており、

体勢の建て直しが何よりも急務とされた。ファピ

ウスはロカールの支持を得て書記長に選出されて

おり、他方でシュヴェンヌマン派は対抗馬を立て

ることができず、完全な少数派へと転落していっ

た却20 「社会主義と共和国」 派が勢力を維持でき

ず、むしろこれを減退させていったのには、先に

みたように、 80 年代半ばの派閥路線の揺れも原

因として挙げられるZ由。 1984年のシュヴェンヌマ

ンの教育相としての閣僚復帰は、少数派に留まっ

てまでもイデオロギー的な純粋さを期待していた

ミ リタンの離反を招いた。 さらには、 86 年以降

の共和主義的イデオ ロ ギーへのシフトに反対する

マリのミ リ タンを中心として分派 CORIAS

( Con vergences,Recherches Jni tia ti ves pour une 

Alternatives Socialistes、社会主義オルターナ

ティブのための収数・研究・イニシアティブ）が

結成され、人材を流出させることになったのであ
る2叫。

シュヴェンヌマンとともに、憲法改正反対の急

先鋒となったのは RPR のセガン（Philippe

Seguin）だった。憲法改正過程において、政党

レヴェルでもっとも集中的かっ集団的な反対勢力

は「主権というドグマを確信するゴーリズム政

党」叩5、つまり RPR を中心とする保守勢力であっ

た。同時に、ヨーロ ッパは 1980 年代後半以降、

フランス政党シス テムの新たなアクターとして登

場してきた環境主義政党にも亀裂を生じさせた。

4 月に党内有力政治家のヴォワネ（Dominique

Voynet）やレギュラシオン派経済学者のリピエ ッ

ツ（Alain Lipietz）がシュヴェンヌマンに同調

する一方で 、 党の執行部である「緑の会議

(Parlement des Verts）」はマ ー ストリヒト条約

に賛同の意志表明をする制。

5 月 5 日の国民議会第一読会で、セガンは憲法

改正反対案を提出し、これに RPR議院の約半数

026議員中 58 議員）とシュヴェンヌマンを含む

5 名の社会党議員および共産党議員、 UDF の一

部議員が賛成票を投じる。シュヴェンヌマンはセ

ガンの演説に対し「見事かっ説得力に満ち、共和

主義的なもので、服従か再選かという次元を超え

たもの」と賞賛を送った四7。 確かにシュヴェンヌ

マンとセガンは、欧州統合のあり方に対して「非

民主主義的かっ官僚主義的」という同ーの認識を

持っていた制。もっとも、社会党および RPR 指

導部（シラク［Jacques Chirac］、ジュペ［Alain

Juppe］）は条約批准の態度を崩しておらず、憲

法改正案は 5月 13 日に、国民議会において 398対

77 票で可決されることにな った問。 他方、元老院

では RPR 議員団長のバスクワ (Charles 

Pasqua）が改正案反対の急先鋒となるものの、

元老院の憲法院付託権を可能とする文言を盛り込

んだ後、 192 対 117 票で可決することとなる。 改

正案は 6 月 25 日に両院合同議会（ヴェルサイユ

会議、 Congres de Versailles） で 592 対 73 票と

いう結果で最終的に承認される。

シュヴェンヌマンは 5 月の時点、で、全左翼政党

を横断する「市民的左翼（gauche citoyenne） 」

の結集を呼びかけていたが、 MDC の第一回大会

を地元ベルフォ ールで開催すると表明するのは、

この両院合同議会採決後の 6 月 29 日であり 210、 7

月 15 日には社会党執行部からの辞職を発表す
る 21 1 0

6 月 3 日にはミッテラン大統領がマ ーストリヒ

ト条約の批准を国民投票にかけると表明する2九

デンマ ー クでの条約批准が国民投票によって否決

されるという「デンマーク・ ショック」の影響を

払拭するのに加え、内部分裂の兆しをみせている

野党RPR に対する戦略および大統領権限の誇示、

そしてポスト・ミッテランの座をめぐって揺れる

党内紛争の沈静化を狙つての決断だった。

投票日は閣議によ って 9 月 20 日と決定され、

各政党内勢力は数ヶ月にわたる賛成および反対キャ

ンペーンを繰り広げることとなった。社会党では

シュヴェンヌマン、 RPR ではノマスクワとセガン

という両閣僚経験者が条約反対運動である 「ノン
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のための連合（Rassemblement pour le <non

》）」を結成し、また、明確に親ヨーロッパの立

場をとる UDF 内でも、 若手有力者のド ・ ヴィリ

エ （Philippes de Villiers）が反マーストリヒト

キャン ペ ーン「価値のための戦い（Combat

pour les valeurs）」を開始する。 その一方で、

これら反対キ ャンペ ー ンの主導者は、 極右 FN

(Front National 、 国民戦線 ） のノレ ・ ぺン

(Jean-Marie Le Pen）や共産党と いっ た、元来

から反ヨーロッパ主義をとる政党との差別イじをは

かる必要が生じた。「ノンのカルテノレ」は確かに

存在したものの、それはまた同時に「極めて異質

なものによる陣営」2 13 でもあった。 批准推進側に

おいても、 RPR は党首シラクの態度が暖昧であっ

たことか ら 内部分裂が生じ、 UDF との条約批准

の共同キャンペーンが不可能となり、また社会党

は UDF と親欧州主義のポジションを争わなけれ

ばならなかった。 またマ ー ストリヒ卜条約という

イシュー以外にも、国民投票は ミッテ ラン政権に

対する信任という側面も存在したため、 UDF の

ジスカー Jレ＝デスタンは社会党の不支持率が投票

に響くのではないかとして、 ミッテランおよび社

会党に前面に出ないよう要請する始末であった214。

国論も激し く 揺れ動き 、 BVA による世論調査で

は 6 月の実施決定から 9月の投票日にかけて世論

は 6固にわたって賛成と反対の間で揺れ動いた問。

8 月 29 日にはシュヴェ ン ヌマ ンが「左翼と全国

民にとっての拠り所」と形容する MDC の第一回

大会が聞かれる。この時点でシュヴェ ンヌ マ ンは、

総選挙で独自候補を立てるとしつつも、 まだ社会

党に籍を置いていた問。しかし、 書記長とな っ た

ファビウスは、 3 月の段階で、 来る総選挙では条

約賛成派のみの立候補を認めるとしてお り 、シュ

ヴェンヌマ ンの選択肢は、この時点で極めて限ら

れたもの となっていた。

9 月 20 日 の国民投票の結果は 51.01%対 48.98%

と僅差で条約賛成が上回った。 反対票を支持政党

別にみると、共産党支持者の 84%、 FN支持者の

93%、そ して社会党支持者の 24% と RPR支持者

の 69%が反対票を投じている2九

シュヴェンヌマンは結果に対して 「大きな、そ

して発展した市民たちの運動とともにやるべくこ

とは多くある」 と延べ、反マ ーストリヒトの運動

を継続することを表明する目。投票後初となる指

導委員会の後に、シュヴェンヌマンは記者団に対

して「僅差での批准とそのあり方は、フランス社

会の大きな亀裂を白日の下にさらけ出した」と態

度を軟化させる意志がないことを表明する。他方

で、ファビウスやジョスノf ンといった旧ミッテラ

ン派やロカールなどの党指導部は選挙を控え、党

内分裂は好ましくないとの判断から、除名処分は

とらないとしていた2九

年末の第二回大会を挟み、 MDC は 93 年 3 月の

総選挙で独自に 52 人を立候補させ、 うちシュゲェ

ンヌマンを含む現職議員 5人は社会党からの重複

立候補とな っ ていた。総選挙の時点、でシュヴェン

ヌマンは執行部からは辞職したものの、社会党員

としては在籍したままであった。彼の離党、すな

わち社会党からの「退出」 が決定的となるのは 7

月に開催される党の全体大会（Etat generaux) 

に不参加の意向を示し「93 年の党員証を更新し

ない」 と 4 月 27 日に公表した時点においてであ

る 2叩。総選挙で、社会党は 282 から 67 へと議席数

を激減させ、 ここから RPR ノイ ラデュール

(Edouard Balladur）を首相とする第二次コア

ビタシオンが始まることになる 2210 元欧州議会議

長のヴェイユ（Simone Veil) を社会 ・ 厚生 ・ 都

市問題相として閣内ナンバ－ 2 に据えるなど、欧

州統合推進路線を明確に打ち出 した政権であった。

シュヴェンヌマンは社会党敗北の原因を次のよ

うに評した。 「フランス人は、 社会党が社会主義

者であることでなく、そうでなくなったことを罰

したのである。 左翼は権力のための権力を選択し、

雇用ではなく株式市場を選択した。 野心を有り余

せたのではな く 、それを欠如させたからである

」222。 そして 「 ヨ ー ロ ッノマを、そしてヨ ー ロ ッノf

とフランスを再考しなければならない。 なぜなら、

フランス左翼はフランスとともに復活しなければ

なならいのである。 我々はこれに注力する。 すな

わち共和国の再建と不可分な左翼の再建である」

と党指導委員会の前で表明し2目、 自らの政治運動

を続行することを言明した。

93 年 5 月 1 日に MDC は設立大会（Assise）を

バリ で開催する 2剖。 約 1 万人の党員を抱え、 党に
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属する国会議員は、総選挙で当選した 3人の代議

士（シュヴェンヌマン、サール、ミシェル［Jean

Pierre Michel]) と 1人の元老院議員（ロリダン、

[Paul Loridant］）のみであった。 それでもサー

ルが説明するように、それは「社会党と共産党の

聞に位置するものではなく、それらの上に立つ第

三の左翼J'25 を目指す政党であると同時に 「 ド・

ゴール将軍の息吹」を必要とする 「超国家主義に

彩られるポスト・ナショナルイデオロギーと自由

主義的ヨーロッバによる国家の民主主義正統性の

侵食を食い止めるため」226 の運動でもあった。 10

月に入り MDC は 94 年欧州議会選挙に独自リス

トを提出すると発表する。

シ ュヴェンヌマンは MDC の起源として、 83年

の自由主義的転回と 92年のマーストリヒ卜条約

の出来事を、またその性格として「『もうひとつ

の可能性』に対する信頼」をあげている2九 そし

て「党指導部で決定された政策を十分に変更させ

ることも、ましてやそれを覆すことは不可能になっ

たため」叫に、独自の政党を創設する必要性があっ

たと説明した。

ヨーロッバをめぐる政党績断的な亀裂は、マー

ストリヒト条約に対する国民投票後も続いていた。

10 月に入り、パスクワとセガンは社会党および

RPR の推す「強いフラン （Franc fort）」政策に

反対し、対ドイツ・マルクのフラ ン切り下げを対

案する2目。 条約を契機として、シュヴェンヌマン

が提案したロジックを約 10 年後に保守が採用す

るようになるのである。 マーストリヒ卜条約に付

随する EMU C欧州経済通貨同盟） に合わせたフ

ランス中銀の自律性付与に関する問題でも、 シ ュ

ヴェンヌマンは RPR と UDF の一部議員と共同

戦線を張ることとなる。シュヴェンヌマンは、フ

ランス中銀はドイツ連銀、米連銀とも異なる経済

力確保のための独自の手段であり、自律性の付与

は民主的コントロールからの逸脱だと批判、法律

改正反対案を議会に提出し、これに政権与党であ

る UDF と RPR 議員の一部が造反、票決に際し

て棄権の選択をした問。

おわりにーマース卜リヒト条約批
准を契機とした政党制の再編成一

「1992 年 9 月 20 日のマーストリヒト条約批准

に対する国民投票は、伝統的な政治勢力に呼応し

ない、 新たなクリ ー ヴィッジ出現の契機であった

」231 。 マース卜リヒト条約批准をめ ぐり フランス

国内政党は内部分裂を抱え、システム ・レ ヴェル

においても、 シュヴェ ンヌ マンによる MDC結党

を最も早い事例として、再編成を余儀なくされる

ようになる。シュゲェンヌマ ンの行動ロジックは、

社会党において「イデオロギー的な立脚点として

社会主義が後退したかにみえる一方で、 1983 年

から 1993 年にかけて欧州統合はますます大きな

争点となった」幻2 ことに呼応するものであっ た。

83 年の時点で彼は党内に留まるものの、 93 年に

は争点の肥大化に応じて離党 ・ 新党結成を選択せ

ざるを得なかった。また、社会党だけでなく、 80

年代以降は、保守・中道政党である RPR や

UDF においても、欧州統合のあり方をめぐって

論争が高まった時期であったm。 条約批准過程に

表れた 「 ヨーロ ッノマ化」によ る政党シス テムの変

容は、フランスにおいて政党間競合のあり方を変

えただけでな く、 政権与党を経験した各党の分裂

という形で生じた。

マーストリヒ卜条約批准論争によ って、フラン

スは「自国のヨ ーロ ッパ化という現象を初めて発

見」した制。 この認識は政治家によ ってまず共有

されたものであった 。 UDF のヴァスール

(Philippe Vasseur）下院議員はマーストリヒト

条約批准の論争に際して「国家（Etat）と国民

(Nation）の概念について新しいイデオロギー的

国墳が勃興しつつある。新しいクリ ー ヴィッジが

出来つつあり、政治勢力再編の前触れである」 と

証言 した邸。 確かに、政党の公式路線として批准

賛成が採用されるのと並行して、党内エリートを

含む政治家が反対にまわるとし寸、既存の政党ブ

ロ ックを横断する政治的クリーヴィッジが生じた

のであり、投票結果から分析されるのは有権者も

これに呼応したということである出。

既述のように、 1992 年には、フランスの政権
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政党（Partis du Gouvernements すなわち社会

党、 UDF、 RPR）全てがヨ ーロ ッ パ ・ イシュ ー

により分裂を経験するに至った。フランスの政党

のヨ ーロ ッパに対する認識態度は、 一貫して左一

右、ゴーリ ズム一反ゴー リズムという 4つのクリ ー

ヴィッジによって規定されてきたお7c しかし、そ

の政治的クリ ー ヴィッジも 「 ヨーロッパ化」 の圧

力増大に伴い、分党 ・ 新党結成によって、既存の

政党システムは分裂度を増大させた問。「1990 年

代までの EU の政策権限増加は意志決定機造と制

度強化をもたらし、それらがさらに政党間・政党

内競合に火をつけた」四 という現象は、社会党の

権力獲得、 FN の台頭と共産党の下落、コアビタ

シオン、そして社会党の少数与党化に続く 80 年

代フランス政党制の「第五ステージ」 の主要素と

なったのである制。 ヨーロ ッバ化によ っ て生じる

クリ ーヴ ィッジは右左対立軸を無効にする2九 政

治的左右の差異と欧州統合への支持との聞には

「明確に強調しうる相関性はみられない」Mためで

ある。左と右を問わず、欧州統合過程に対する抗

議が政党内部で存在するため、従来の政治的紛争

ラインは無効となり、新たな競合空間が政治家お

よび政党によって形成される余地が発生したので

ある。

社会党からは党内派閥を基盤としてシュヴェン

ヌマンが MDC を結党し、保守政党では RPR の

パスタワと UDF のド・ヴィリエが協調して、と

もに所属政党から離党し、 新党 RPF （フランス

連合、 Rassemblement pour la France）を結

成する。フランスの政党システム内において、既

存のイデオロギーブロックでは「ヨーロッパ化」

という新たな競合次元に対応できないために、分

党という形で新しい政党が台頭し、これが再編へ

とつながったのである。政党の行動ロジックその

ものが変容を被ったばかりだけでなく、構成され

るシステム内の「フォーマ ッ ト 」 および 「メカニ

クス」 も、それまでの類型とは異なる様相を著す

ようになった。

マーストリヒト条約批准という「ヨーロ y ノマ化」

は、フランスの政党システムに欧州統合派対国家

主権派という形での新たな政治的クリ ーヴィッジ

を生じさせ、システムの波乱要因となったともい

える加。ジョリーは、欧州統合の中での主権主義

者とは、フランス政治を規定する「場（champs）」、

つまり経済政策のオルタ ーナティヴを提供する

「右と左」の基準の尊重と共同体に対する拘束要

因としてのヨーロッパの否定者であることと定義

する。そして主権主義者の共通点は「政治として

の枠である国家の名において『欧州建設』に反対

する」ことと、 「自らの政治的正統性が由来する

政治社会を裏切る国家（stato-na tionales）エリー

トの責任を問うこと」であるとする 24'o

1994 年の欧州議会選挙で、シュヴェンヌマン

の選挙リスト 「もうひとつの政治（Autre

Politique）」は 2.6%の得票率に留まったものの、

ド・ヴィリエの選挙リスト（「フランスのための

運動（Mouvement pour la France）」）は 12.5

%を獲得し、 99 年にはパスクワとの共同リスト

によって 13% という RPR を上回る得票率を得た。

94 年時には、そのほか、共産党や土着政党

CPNT （猟・漁業 ・自 然 と伝統、 Chasse,

Peche, Nature et Tradition）、 トロツキスト政

党などを合わせれば、反欧州統合派の総得票率は

38.8% に及んだ245。さらに 1992年マ ー ストリ ヒト

条約批准時に「ノン」を投票した有権者による欧

州議会選挙（94年）での投票行動を支持政党別

にみると、社会党支持者の 15%がシュヴェンヌ

マンの選挙リストに、 RPR支持者の 45%、 UDF

支持者の 50%がド・ヴィリエの選挙リストに投

票している 246 0 他方で、政権政党の獲得票数は

1989 年の欧州議会選挙では 52.5%だったのに対

し、例年には 40.1%にまで低下しだ九欧州統合

が進展し、政治的エリートによって国家主権が部

分的に欧州レヴェルへと委譲されるのに伴い、欧

州議会選挙は親欧州、ト反欧州政党のもっとも激し

い競合アリーナとなっている2480

シュヴェンヌマンの離党と新党結成は「ヨ ーロ ッ

パ」という外部要因に加え、歴史的に社会党が抱

える派閥構造に基づいた党内の勢力争いという内

部要因を基盤とするものであった。確かに、シュ

ヴェンヌマンにとっては、「圏内における資本主

義との決別の立場と、外部に対する資本主義の同

意はダフールスタンダード」249 であるからこそ、そ

のイデオロギー的一貫性から、 自由主義を基調と
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する ヨーロ ッバに反対の立場を買いた。しかしま

た、シュヴェンヌマンと C.E.R.E.S は、 1982年

83 年の自由主義的転回を経験して以降、そのイ

デオロギー的ポジションと勢力を弱体化させてお

り、党の政策方針に十分な影響を与えることがで

きなくなっていた却。党内での勢力は、 1975年の

ポ一党大会での委任得票総数 25%をピー クとし

て、 83 年のブルカン ・ プレス大会では 18%、さ

らに 91 年のデファンス（Defense）大会では 12 .3

%にまで低下していた25 1。これに加えて、 93年の

社会党の野党への転落は、党内での立場弱体と相

まってシュヴェンヌマンに離党を決断させた大き

な理由のひとつでももあった。

欧州統合理論の中の政党論に対する含意を求め

るならは＼これは統合過程ないしは国際交渉過程

によって与党リ ー ダーの立場が強化されることを

意味している。 親欧州統合路線を確定した後の社

会党のリ ー ダー としてのミ ッテランは、単一欧州

議定書の実現、欧州通貨同盟の推進、マー ストリ

ヒト 条約による EU創設といった、停滞の 15 年

の後にやってきた欧州統合過程に新たな飛躍をも

たらした2九 欧州議会の限定的な機能、各国議会

の欧州アジェンダに対する受動的な関与、党リ ー

ダーの政府首脳としての条約交渉への参加は、党

内エリ ート の自律性強化と意志決定過程の集中を

もたらすお3。 通常、党内要職者は、政府内で閣僚

となり、彼らは、クロスナ ショナルな次元で構成

される欧州理事会ないしは閣僚理事会に出席し、

自国議会および政党の及ぼすコントロールから隔

離した場での意志決定を行う 。 もちろん、各国議

会は、政府委任の観点からも、交渉での自国代表

に対する牽制を行うことが可能であるし、また、

代表者も選挙上の配慮から極端な政策を採ること

は難しい。 しかしながら、 EU での意志決定は、

極めて秘密主義的であり、情報も不完全な場合が

多い。 党内リ ー ダー ＝エージェントを、議会＝プ

リンシパルが完全な制約の元に置くことは不可能

であり（隠匿活動百1dden action”）、エージェ

ン ト の動機や意図を察知するのは、なおさらであ

る（隠匿情報”hidden information”）。さ らに、

EU レヴェルで決定された項目を、 事後的に覆す

ことは、コストの高さから、ほぼ不可能に近い。

交渉に当たって事前に党リ ー ダーを拘束すること

が不可能であれば、 EU レヴェルで、決定された事

項を覆すことも、政治コ ストを考えればほぼ不可

能となる。こうした構造から、欧州統合は、党組

織に「EU効果（EU effect）」をおよぼし、結果

的に党内リ ー ダー シップの「自律性」をもたらす

のである。国際政治経済が圏内構造を規定する

「逆第二イメ ー ジ」は、こうして政党内構造をも

規定することになるのである。 従って、し、かに党

綱領あるいは党政策と整合的なイデオロギーをシュ

ヴェンヌマンが保持していようとも、その党内基

盤および政治行動の余地が縮小されることは不可

避であったといえよう。

それはまた同時期に、ミ ッテランという稀有な

政治家に対してシュヴェ ンヌマンが十分な対抗勢

力を形成することができなったことをも意味する。

「左翼の希望を満たし、 権力とは保守の専売特許

であるという幻想を打ち砕くと同時に、有権者を

失わないままに左翼の夢をも打ち砕いた」2臼 ミッ

テランと比べ、シュヴェンヌマンはあまりにもイ

デオロギーに忠実に過ぎたのである。

しかし政党システムで、ヨーロッ パを軸とした

新たな ク リーヴィ γ ジが生じているとするな らば、

その構造的特徴について本稿は十分な考察を加え

ることができないままである。バルトリ ー ニ

(Stefano Bartolini）は、ヨーロッ バ化とは、国

家外部の境界線 （boudaries externes）によって

国家内の境界線 （boundaries internes）が変化

ないし消滅してし、く過程だとする白＇o そして、デ

ンマークおよびフランスの欧州を争点とした政党

分裂の事例から、 「ヨーロッパ ・ クリーヴィッ ジ」

の生成のあり方を仮説的に 4つの分類しているお6。

すなわち、 1.欧州レヴェル（欧州議会と欧州議会

政党）におけるナショナル・クリ ー ヴィ y ジの生

成（「ナショナル ・ クリ ー ヴィッジのヨ ー ロ y バ

化」） 、 2.欧州統合争点の国内政党システムへの反

映（「親 ・ 反欧州クリーヴィ y ジの内部化」） 、 3

欧州議会選挙に限られた国内政党間紛争〔「親 ・

反欧州クリー ヴィッジのヨ ーロ ッパ化」） 、 4. 欧

州統合に関する争点による国内政党システムと欧

州レヴェ jレの再編成 （「親 ・反欧州ク リ ー ヴィッ

ジの外部化」）である。
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本稿で取り上げたフランスとシュヴェンヌマン

の例は、上述の仮説に依拠するならば「親・反欧

州クリーヴィッジの内部化」となるが、これはあ

くまでもフランスにおいて観察された事例である。

フランス以外の EU加盟国の事例は当然、異なって

いる可能性がある。今後の欧州統合の方向性をも

考慮しつつ、その様態を各国ごとに検証し、理論

化していく必要があろう。例えば、 アイルランド

では欧州議会選挙でのみ従来の政党システムとは

違った政党配置がみられ、欧州をめ ぐるクリ ーグィッ

ジは限定的であるとされるのに対して、デンマー

クでは、欧州議会選挙での政党配置が既存の政党

システムに制度化（insti tu tionnalize）さ れると

いう研究がこのことを証明している 25＼ 特に、フ

ランスの 1992年の事例は国民投票という例外的

状況だからこそ生じた可能性もあり、従ってケー

ス選択にも留意する必要性があろう。

同時に、政党史の観点からは、 1950 年から 52

年にかけて、やはり諸政党の分裂要因となった

EDC C欧州防衛共同体）や、社共足並みの乱れ

につながった 1972 年の EC 拡大に対する国民投

票などを踏まえた上での展開が不十分である。 理

論的、歴史的側面双方において考証を深める余地

が残っているといえる。

本稿は 2002 年度東京大学総合文化研究科国

際社会科学専攻修士学位論文「欧州統合とフラ

ンス政党システムーJ.P シュヴェンヌマンを中

心に一」 を加筆・修正している。

l 欧州連合 （EU） は 1993 年 11 月 1 日に発効した欧州連合条約（Treaty on European Union） によって誕生し

た国際機構の名称である。 欧州共同体 （EC、 European Community） はこれ以降EU を構成する 3つの柱（EC、

共通外交安全保障政策、司法内務協力） の一部という位置付けがなされた。 本稿では 条約上の問題を直接的に

扱うものではないためー特別の注記がない限り、法的には EC とされる 93年以前の事象を扱う場合でも「EU」な

いしは 「欧州J、「ヨ ーロ y バ」と表記している。
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